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午前10時00分開会 

○議長（三  良人）  おはようございます。きょうは平年並みの気温だと思われますが、このと

ころ気候の変動が著しく、皆様方においては議会終了まで体調を崩さないよう、自己管理をよろ

しくお願いいたします。 

 開会前に、広報特別委員会より会期中の議場内撮影の申し出があっており、許可したいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

 ただいまから平成２３年第４回須恵町議会定例会を開会します。 

 これより本日の会議を開きます。 

 議会運営委員長に、運営委員会の経過報告を求めます。６番、荒木敏光議員。 

○議会運営委員長（荒木 敏光）  おはようございます。議会運営員会の経過報告をいたします。 

 １２月２日、午前１０時より議会運営委員会を開催し、第４回定例会の運営について協議をい

たしました。 

 今回提出された議案は１４件でございます。意見書１件となっております。陳情が２件、持参

により提出されておりましたが、議長預かりという取り扱いにいたしております。 

 会期は、本日から１６日までの９日間としております。 

一般質問は１３日午前９時より行います。 

 １２日の９時３０分より、追加議案に関する議会運営委員会を開催いたします。 

 １３日の本会議終了後には、ぼた山開発特別委員会が行われます。 

 １６日の最終本会議終了後には、広報特別委員会が開催されます。 

 以上、議会運営委員会の報告を終わります。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１．会期の決定について 

○議長（三  良人）  日程第１、会期の決定についてを議題とします。 

 第４回定例会の会期を本日から１２月１６日までの９日間とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、第４回定例会の会期を本日から１２月

１６日までの９日間と決定しました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第２．会議録署名議員の指名について 

○議長（三  良人）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１０条の規定により、１２番議員、１３番議員を指名します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 
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日程第３．町長諸報告 

○議長（三  良人）  日程第３、町長の諸報告を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  おはようございます。平成２３年最後の議会を招集いたしましたところ、

全員の議員さん御出席のもとに開会できますことを、まずもってお喜びを申し上げたいというよ

うに思っております。 

 それでは、４件にわたって諸報告を申し上げさせていただきたいと思います。 

コミュニティバスの本格運行に向けて   

 まず第一に、コミュニティバスの本格運行に向けての御報告でございますが、これは、議員の

ほうから一般質問も受けておりますので、流れについて簡単に御説明をさせていただきたいとい

うふうに思っております。 

 まず、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第６条に定めます協議会として、須恵町地

域公共交通活性化協議会が平成２０年５月３０日に立ち上げられて、第１回の会合を開いたわけ

でございます。 

 この協議会は、地域公共交通の活性化及び再生のための地域における取り組みを、総合的かつ

効率的に推進することを目的として設立されたものであります。須恵町の公共交通体系の現状、

問題及び基本方針、アンケート調査、路線調査、それから事業者聞き取り調査等による現状の分

析を行いまして、コミュニティバス運行に向けた、予算、事業計画、運行ルート、ダイヤ、運賃、

運行形態、バス停カルテ、コミュニティバス車両購入等について審議され、須恵町における今後

の公共交通のあり方、基本方針などが決定されたというものでございます。 

 平成２１年１０月には、１台目のバスを購入いたしました。翌年２月より、旧来の福祉バスか

ら新路線、新ダイヤによるコミュニティバスの運行がスタートいたしました。また、４月には須

恵町コミュニティバス条例、須恵町コミュニティバス条例施行規則が施行されまして、料金制度

開始とともに、２２年度、２３年度にわたる２年間の実証運行がスタートしたわけでございます。 

 当初は、運行ルートやダイヤの改正、保険証等のいわゆる身分を証明するための保険証の提示

に伴う苦情が相次ぎ、苦難の船出であったわけでございますが、住民皆様方の御理解と御協力に

よりまして、現在では大きな問題もなく運行されていると伺っております。 

 また、委託業者との打ち合わせや運転手ミーティングを毎月開催し、利用者にはアンケート調

査等も実施いたしまして、きめ細やかなサービスの提供に努めているところでございますが、ま

だまだ課題や改善点は多くあります。 

 そういった経緯を踏まえまして、先月２８日に決定機関であります地域公共交通活性化協議会

と交通会議が開催されまして、実証運行期間中の課題や問題点とあわせて、新ルートやダイヤの

改正、バス停の一部移設などが協議されまして、２４年度、いわゆる来年度から本格運行が決定
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されました。 

 今後の本格運用に伴いましても、住民皆様方からの御要望や御提案を柔軟に受けとめ、より質

の高いコミュニティバスの運行に努めてまいりたいというふうに考えております。 

介護保険広域連合地域包括支援センターについて   

 次に、介護保険広域連合地域包括支援センターについての報告をさせていただきます。 

 介護保険制度が平成１２年度にスタートいたしまして、１２年を経過しようといたしておりま

す。 

 須恵町が広域連合に加入していることは御存じのとおりでありますが、平成１８年に地域包括

支援センターが粕屋支部に設置されました。場所については、久山町の旧保健センターでござい

ます。 

 で、地域包括支援センターの目的と機能を概略申し上げますと、まず目的といたしましては、

地域の高齢者の心身の健康保持、保健福祉・医療の向上、生活の安定のための必要な援助を包括

的に行う中核機関として設置されたものでございます。 

 機能といたしましては、新予防給付に関するケアマネジメント業務、いわゆる地域支援事業・

介護予防事業でございます。次に、当該者のケアプランの作成業務、高齢者の実態把握や虐待へ

の対応など、総合的な相談業務及び権利擁護業務等が主体的な役割であります。 

 次に、職員体制でありますが、体制としては、保健師、社会福祉士、ケアマネージャー、３種

が基本となりまして、通常の業務運営に当たっております。 

 振り返りますと、平成１８年度に開設に当たって、粕屋支部は各町に開設を要望してきた経緯

がありますが、各支部に設置することで現在に至っておるところでございます。しかしながら、

年数を経過するに当たって不都合が生じてきたために、まず運営のあり方について、それから職

員派遣のあり方について、派遣、出向職員の時間外等について具体的に申し上げますと、本来の

保健師の業務は、介護予防、虚弱高齢者への支援等でありますが、現状はケアプラン作成業務に

追われる状況で、必ずしも正職員ではなくても嘱託職員で可能ではないかと。しかしながら、直

ちに町へ移管することは困難であることから、保健師は、週２日から３日は各出身町において本

来の業務を遂行することにいたしました。 

 高齢者の相談は、久山町まで行くことは困難であり、相談業務は居住する町で開設することが

望ましいというふうなことで、その町で開設いたしておりました。 

 町からの保健師派遣については、３年ごとに、いわゆる派遣することになっておりまして、そ

の人選いわゆる保健師の数が少ないわけでございまして、もう２度目の派遣というような状況も

起こってくるということで、人選には苦慮しておったところでございます。 

 これらの事項について、広域連合本部に毎年要望を粕屋支部として行ってまいりました。 
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 地域包括支援センターの移行についてでございますが、本年６月に広域連合本部より、地域包

括支援センターを町に開設するに当たっての説明がなされたわけでございます。その後４カ月に

わたり協議を重ね、粕屋支部６町すべて合意に至り、平成２４年４月１日から町において、開設

に向けて準備を進めているところでございます。 

 本町の開設予定場所は、保健センター１階を予定いたしております。人的配置につきましては、

保健師、社会福祉士、ケアマネージャー、合計５人の職員体制で運営を予定いたしております。 

 予算につきましては、人件費、備品、電算システム、電話、コピー機、公用車、センターの改

修費等、これにつきましては広域連合の負担となっております。 

 ちなみに、現在２つの法人に委託しております在宅介護支援センター、水戸病院と成雅会の泰

平病院でございますが、この在宅介護支援センターについては廃止いたしまして、今後、この地

域包括支援センターで、その機能を持たせるということにいたしております。 

 現在、福岡県介護保険広域連合加入の市町村は３３市町村で、支部として８支部に、非常に少

なく、合併によって減ってまいったわけでございますが、３３市町村のうち１７の市町村が、現

在、平成２４年４月１日からそれぞれの町で開設する予定となっております。 

 終わりに、地域包括支援センターの開催に当たりましては、広報すえ及びホームページにおい

て、住民の皆さんにお知らせをしたいというふうに思っております。今後とも、議員各位の御理

解と御支援をお願い申し上げます。 

国民健康保険被保険者証のカード化について   

 それから次に、国民健康保険被保険者証のカード化についてでございますが、国民健康保険の

被保険者につきましては、現在、世帯ごとに構成員連記の上、１枚を交付しております。 

 これに対し、カード様式の被保険者証については、既に平成１３年の健康保険法施行規則改正

において、原則として１人１枚のカード様式とすることが規定されております。当分の間はその

ままでもよいということでございますが、当町においては、事務の煩雑化、コスト面等を考慮い

たしまして、世帯ごとの被保険者証を現在も交付しておるわけでございます。 

 しかしながら、古賀市が平成２３年度からカード化を実施いたしておりまして、当町を除く糟

屋郡内６町についても、平成２４年度からのカード化に向け、現在準備中であります。 

 カード化は、被保険者からのカード化の要望、糟屋医療圏におけるサービスの均一化等を考慮

いたしまして、平成２４年度から被保険者証をカード化するものございです。 

 また、糟屋郡内においては、当町のほか、宇美町、志免町、新宮町及び篠栗町が同一の電算シ

ステムを利用しておることから、カードの書式の統一化によるカスタマイズ費用と保険証の大量

発注により、コスト軽減が図られるものと思われます。 

 今回、カード化に向け関連議案を提案いたしておりますので、よろしくお願いをいたします。 
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篠栗町外一市五町財産組合工事に伴う水質汚濁について   

 最後に、篠栗町外一市五町財産組合工事に伴う水質汚濁についてでございます。 

 このたび、第二浄水場からの配水区域であります佐谷区及び上須恵、南米里、新原の一部地域

に濁り水を給水し、報告がおくれましたことを、おわびを申し上げます。 

 先月２４日に濁り発生の連絡を受けた後、早急に対策と原因究明に取りかかりました。 

 対策として、第二浄水場は、いわゆる須恵ダムのみが取水源で、他からの給水はできないとい

うことでございまして、緊急に地元の協力を得て、本谷水路、いわゆる第二浄水場のすぐ上に立

派な水が流れておるわけでございますが、これは農業用水の水利権でございます。で、その取水

をさせていただきまして給水ができているところで、現在は汚濁水は入っておりません。 

 原因は、１１月１８日の降雨によりまして、いわゆる泥水がダムに流れ込み、水質を悪化させ

たというのが原因と思われます。ダム上流に篠栗町外一市五町財産組合所有地の、いわゆる林道

っていいますか、管理道が開設工事中でありまして、その土砂災害による流れ込みが原因と思わ

れるものでございます。 

 財産組合に対しまして、土砂流出対策工事を早急に行うよう指示いたしております。 

 これまで以上、水質管理に注意し、安全、良質な水の提供を努めてまいりますので、よろしく

お願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三  良人）  これより町長の諸報告に対する質問に入りますが、議案に関係のある事項

につきましては、提案のときにあわせて質問をお願いします。 

 町長の諸報告に対する質問に入ります。質問はありませんか。――質問なしと認めます。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第４．議会報告 

○議長（三  良人）  日程第４、これより議会報告に入ります。 

 まず、閉会中に北筑昇華苑組合議会が開催されておりますので、組合議員の報告を求めます。

７番、吉本實議員。 

○議員（７番 吉本  實）  おはようございます。北筑昇華苑組合議会報告をさせていただきま

す。平成２３年１１月２１日に、古賀市役所会議室において第２回臨時会が開催されました。 

 まず、議席の指定から諸報告まで行われた後、第４号議案糟屋郡公平委員会委員の選任につい

て専決処分の報告があり、全員賛成で承認されました。 

 次に、第５号議案北筑昇華苑組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についての専決処分で、これは地方公務員災害補償法の一部が改

められたことに伴い、本条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕
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がなかったため専決処分されたもので、全員賛成で承認されました。 

 最後は、第６号議案平成２２年度北筑昇華苑組合一般会計決算の認定についてで、歳入総額

２億３,５１６万１,４８７円、歳出総額２億１,９０２万３,２８３円、歳入歳出差引額

１,６１３万８,２０４円、実質収支額も同額となっており、全員賛成で認定しています。 

 その他、詳細につきましては、議員控室に資料を置いていますので御参照いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

 以上、北筑昇華苑組合議会報告を終わります。 

○議長（三  良人）  次に、粕屋南部消防組合議会の報告を求めます。５番、田原重美議員。 

○議員（５番 田原 重美）  おはようございます。平成２３年１１月２４日に行われました、平

成２３年度第４回粕屋南部消防組合議会臨時会の報告をいたします。 

 今回の臨時会は、現識見監査委員の永江英一氏が１２月６日で任期満了となるため、後任委員

を選任するもので、後任委員に須恵町の川上正俊氏が選任され同意されました。 

 以上、粕屋南部消防組合議会報告を終わります。 

○議長（三  良人）  次に、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会の報告を求めます。１０番、

三上政義議員。 

○議員（１０番 三上 政義）  おはようございます。１１月２９日に行われました、平成２３年

度第３回糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会臨時会の報告を申し上げます。資料は皆様の手元

に配付しております。 

 議案第６号専決処分の承認を求めることについては、糟屋郡公平委員会委員の選任についてで

あり、任期が平成２３年１０月３１日をもって満了となることが報告され、これを承認しており

ます。 

 次に、議案第７号平成２３年度糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合一般会計補正予算（第２号）

について、歳入歳出予算の総額６,４８７万６,０００円に歳入歳出それぞれ１,６１２万

４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,１００万円とするものでござ

います。歳入では、県補助金、財産売り払い収入、繰越金、歳出では、林業費、道路橋梁費とし

て１,６１２万４,０００円を追加するもので、全員賛成で可決いたしました。 

 最後に、議案第８号林道の移管についてでございます。これは、現行組合林道を篠栗町に移管

し、森林道路の総括的インフラ機能の発揮及びイメージアップを図り、森林セラピーとお遍路文

化の融合する森づくりを整備するために行うもので、全員賛成で承認しております。 

 以上、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会報告を終わります。 

○議長（三  良人）  その他、閉会中の活動につきましては、自席に資料を配付しておりますの

で、報告を省略します。 
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 議会報告が終わりましたので、これより質問に入ります。質問はありませんか。――質問なし

と認めます。 

 これより議案の付議に入りますが、一括議題についてお諮りします。 

 議案第５８号及び議案第５９号は、それぞれ関連議案でありますので、一括議題とすることに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、一括議題とすることに決定しました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第５．議案第５５号 

○議長（三  良人）  日程第５、議案第５５号須恵町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉総務課長。 

○総務課長（今泉 俊裕）  おはようございます。それでは提案理由の説明をさせていただきます。 

 議案書の１ページをお願いいたします。議案第５５号須恵町職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例でございます。須恵町職員の勤務時間、休暇等に関する条例、平成

１４年須恵町条例第１号の一部を次のように改正する。 

 第１２条を以下のように改めるもので、改正の内容は、職員の年次有給休暇について、現在、

１月１日から１２月３１日までの暦年で付与しておりますものを、４月１日から３月３１日まで

の年度で付与することに変更するものでございます。 

 ２ページの新旧対照表をお願いいたします。右側の改正前の第１２条の中の年の文字を、改正

後はすべて年度に改めるものでございます。 

 １ページに戻っていただきまして、附則として、第１項、施行期日、この条例は平成２４年

１月１日から施行する。第２項、経過措置といたしまして、平成２４年１月１日から平成２４年

３月３１日までの分については、２０日の１２分の３カ月分、５日を加えて付与するものです。 

 以上、御審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。

よって、議案第５５号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５５号須恵町職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例を総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 
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日程第６．議案第５６号 

○議長（三  良人）  日程第６、議案第５６号須恵町重度障害者医療費の支給に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。安部住民課長。 

○住民課長（安部 健一）  議案書３ページをお願いいたします。 

 議案第５６号須恵町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例、今回の改正

は、障害者自立支援法の一部改正及び児童福祉法の一部改正に伴い、本町の重度障害者医療費の

支給について、所要の処置を講ずるもので、条例の一部を改正するに当たり、地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 新旧対照表で説明いたします。今回の改正は、第１条と第２条に分かれ、第１条関係の改正は

平成２３年１０月１日改正と、第２条関係は平成２４年４月１日の改正となっております。 

 第１条関係の第１３条第１項の改正は、障害者施設等に入所した場合の特例において、自立支

援法の法律が改正されたことに伴い、同法を引用いたしておりますので、今回改正いたしており

ます。 

 第２条関係の改正におきましても、第１３条第１項において、法律を引用しておりますので改

正いたしております。 

 第１３条第２項の改正は、引用しております児童福祉法において、第６条の２、第３項が追加

され、該当する指定医療機関が規定されたことに伴う改正でございます。この条例は公布の日か

ら施行し、ただし第２条は、平成２４年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第５６号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５６号須恵町重度障害者医療費の

支給に関する条例の一部を改正する条例を文教厚生委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第７．議案第５７号 

○議長（三  良人）  日程第７、議案第５７号工事請負契約の変更についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。安川建設産業課長。 

○建設産業課長（安川 敏幸）  おはようございます。議案書の７ページをお願いいたします。 

 議案第５７号工事請負契約の変更についてでございます。下記工事の工事請負契約締結につい

て、須恵町議会の議決に付すべき契約条例第１条の規定により、本議会の議決を求めるものでご
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ざいます。 

 変更前、工事名、内原・大谷線道路改良工事、契約方法、指名競争入札、請負金、６,１２１万

５,０００円、請負者、福岡市博多区博多駅東１丁目１３番９号、若築建設株式会社福岡支店支

店長烏田克彦、契約保証の方法、履行保証保険６１２万２,０００円。条件といたしましては、

１、工期、契約の効力が生じた日から平成２４年２月１５日まで、２、請負金の支払い、原則と

して竣工払いとする。 

 変更後につきましては、工事名、契約方法、請負者、契約保証の方法、条件等は変更はござい

ません。請負金７,１６２万１,５５０円、約１７％の増でございます。増の主な変更理由につき

ましては、橋梁補強をボックスカルバートに変更、及び地元農区要望の大谷ため池不法投棄防護

柵、舗装等の増でございます。 

 以上、よろしく御審議お願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第５７号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５７号工事請負契約の変更につい

てを、総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第８．議案第５８号 

日程第９．議案第５９号 

○議長（三  良人）  日程第８、議案第５８号町営路線の区域の変更について、日程第９、議案

第５９号町営路線の廃止について、以上２議案を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。安川建設産業課長。 

○建設産業課長（安川 敏幸）  議案書８ページをお願いいたします。 

 議案第５８号町営路線の区域の変更についてでございます。別紙町営路線の区域の変更をした

いので、本議会の議決を求めるものでございます。 

 提案理由につきましては、旧町営住宅跡地売却に伴い、変更認定を行うものでございます。 

 議案書９ページをお願いいたします。１０ページに箇所図を添付しておりますので、よろしく

お願いいたします。路線番号、その他２０５、路線名、寺浦２号線、延長９８５メートル、新

１４９メートルでございます。起点、終点、最大幅員、最小幅員につきましては、記載のとおり

でございます。 

 続きまして、１１ページをお願いいたします。議案第５９号町営路線の廃止についてでござい

ます。 
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 議案書１２ページをお願いいたします。１３ページに同じく箇所図を添付しておりますので、

よろしくお願いいたします。路線番号、その他２０４、路線名、寺浦１号線、廃止延長

２０６.１メートルでございます。同じく、起点、終点、最大幅員、最小幅員につきましては、

記載のとおりでございます。 

 以上、御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第５８号及び議案第５９号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５８号町営路線の区域の変更につ

いて、及び議案第５９号町営路線の廃止についてを総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１０．議案第６０号 

○議長（三  良人）  日程第１０、議案第６０号第二幼児園造成工事の変更施工についてを議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。稲永子ども教育課長。 

○子ども教育課長（稲永 修司）  おはようございます。議案書の１４ページでございます。 

 議案第６０号第二幼児園造成工事の変更施工について、別紙工事を平成２３年度及び平成

２４年度に変更施工したいので、本議会の議決を求めるものでございます。 

 次のページをお願いいたします。今回の変更は、開発の事前協議におきまして福岡県からの指

摘事項がございました。これによりまして、工種及び工事量を変更するものでございます。また、

変更後に横バーで示しております工事につきましては、その後の建築工事にて施工するように計

画を変更いたしましたので、造成工事から削除するものでございます。 

 １５ページでございます。事業名は、第二幼児園建設事業、図面番号１、工事箇所、旅石、工

事名、第二幼児園造成工事、１６ページ、１７ページに変更前、変更後の工事箇所図を添付して

おります。 

 工事量、変更前、造成面積６,７９３平方メートル、土工、盛り土７,２６７立方メートル、排

水構造物工、自由勾配側溝６８７メートル、溜桝７基、擁壁工、Ｌ型擁壁３３６メートル、重力

式擁壁１５メートル、緑地工、張り芝２２２平方メートル、汚水工、下水本管布設２４メートル、

敷地内汚水管布設１４９メートル、給水工、給水管布設１３９メートル、道路工、道路整備幅員

６メートル、１９３メートル、防火水槽設置工、防火水槽２０トン、１基。 

 変更後、造成面積６,４１６平方メートル、土工、盛り土６,４０９立方メートル、排水構造物
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工、ＰＵ４型側溝１８５メートル、自由勾配側溝２０３メートル、溜枡１３基、擁壁工、Ｌ型擁

壁２２８メートル、重力式擁壁５カ所、緑地工、張り芝削除でございます。汚水工、下水本管布

設削除、敷地内汚水管布設削除、給水工、給水管布設削除、道路工、道路整備幅員６メートル、

１００メートル、道路整備幅員９メートル、１０３メートル、防火水槽設置工、防火水槽４０ト

ン、１基、地下貯留槽工、地下貯留槽１００トン、１基。 

 事業費、変更前１億円、変更後７,０００万円。財源内訳、変更前、一般財源１億円、変更後、

一般財源７,０００万円でございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第６０号を各委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６０号第二幼児園造成工事の変更

施工についてを各委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１１．議案第６１号 

○議長（三  良人）  日程第１１、議案第６１号下水道工事の変更施工についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉上下水道課長。 

○上下水道課長（今泉 智明）  議案書１８ページをお願いいたします。 

議案第６１号下水道工事の変更施工について、別紙工事を平成２３年度に変更施工したいので、

本議会の議決を求めるものでございます。 

 今回の変更は、当初計画より交付決定額の減額に伴いまして変更するものでございます。 

 １９ページをお願いいたします。公共下水道事業、図面番号１番、工事箇所、旅石赤坂地区、

工事名、赤坂地区管渠築造工事、箇所図を２０ページに添付しております。高速先ミニストップ

前より町道柴原線までの県道の歩道内に埋設計画が、県工事のミニストップ前交差点改良工事を

来年の工事になるため変更するものです。工事量、変更前、工事長１,０１６.７メートル、人孔

１４カ所を変更後、工事長８３２.８メートル、人孔１２カ所に減工するものです。 

 図面番号２番、工事箇所、上須恵、工事名、上須恵地区管渠築造工事、箇所図を２１ページに

添付しております。上須恵中園地区から久我美術記念館までの計画を、工事量、変更前、工事長

８３７メートル、人孔２２カ所を変更後、工事長６０７メートル、人孔１０カ所に減工するもの

です。 

 続きまして、図面番号３番、工事箇所、大島原、工事名、大島原地区管渠築造工事、箇所図を

２２ページに添付しております。役場前及び公民館付近と熊本橋付近の計画を工事量、変更前、
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工事長１,５０６.４メートル、人孔２５カ所を変更後、工事長８５１メートル、人孔６カ所に減

工するものです。 

 事業費、変更前、４億２,６３０万円を変更後３億４,１６０万円に。財源内訳、変更前、国庫

補助金１億６,５００万円、町債２億３,９９０万円、一般財源２,１４０万円を変更後、国庫補

助金１億４６０万円、町債２億２,０２０万円、一般財源１,６８０万円です。 

 減工箇所につきましては、来年度の施工に考えております。 

 以上、審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第６１号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６１号下水道工事の変更施工につ

いてを総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１２．議案第６２号 

○議長（三  良人）  日程第１２、議案第６２号水道工事の変更施工についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉上下水道課長。 

○上下水道課長（今泉 智明）  議案書２３ページでございます。 

 議案第６２号水道工事の変更施工について、別紙工事を平成２３年度に変更施工したいので、

本議会の議決を求めるものでございます。 

 今回の変更は、前議案の６１号の下水道工事の変更施工に伴う変更でございます。 

 ２４ページをお願いいたします。水道事業、図面番号１番、工事箇所、旅石赤坂地区水道管切

りかえ工事、箇所図を２６ページに添付しております。変更前、工事長１,１５１メートルを変

更後、８４１メートルに減工。 

 図面番号２番、工事箇所、旅石、工事名、旅石地区水道管切りかえ工事、箇所図を２７ページ

に添付しております。変更前、工事長６３メートルを変更後、工事長ゼロメートルに。既設管が

下水道工事に影響がありませんでしたので、この分を減工するものでございます。 

 図面番号３番、工事箇所、上須恵、工事名、上須恵地区水道管切りかえ工事、箇所図を

２８ページに添付しております。変更前、工事長６００メートルを変更後、５１０メートルに減

工するものです。 

 ２５ページをお願いいたします。図面番号４番、工事箇所、大島原、工事名、大島原地区水道

管切りかえ工事、箇所図を２９ページに添付しております。変更前、工事長１,１９３メートル

を変更後、７０６メートルに減工するものです。 
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 ２４ページにお戻りください。事業費、変更前、１億９,６００万円、変更後、１億５,９００万

円。財源内訳、変更前、国庫補助金８００万円、町債２,８００万円、一般財源１億６,０００万

円、変更後、国庫補助金７６８万円、町債２,３００万円、一般財源１億２,８３２万円です。 

 以上、審議方よろしくお願いします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第６２号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６２号水道工事の変更施工につい

てを総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１３．議案第６３号 

○議長（三  良人）  日程第１３、議案第６３号平成２３年度須恵町一般会計補正予算（第

３号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉総務課長。 

○総務課長（今泉 俊裕）  議案書３０ページをお開きください。 

 議案第６３号平成２３年度須恵町一般会計補正予算（第３号）でございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２３年度須恵町一般会計補正予算（第３号）

を別冊のとおり提出し、議会の議決を求めるものでございます。内容につきましては、別冊の歳

入歳出補正予算書をお願いいたします。 

 補正予算書の１ページでございますが、平成２３年度須恵町一般会計補正予算（第３号）は次

に定めるところによる。第１条、歳入歳出の補正でございますが、予算の総額に歳入歳出それぞ

れ９,６２８万１,０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ７９億７３６万１,０００円

とするものでございます。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分、当該区分ごとの金額、補正後の歳入歳出の金額は、

第１表歳入歳出予算補正によるものでございます。 

 第２条、債務負担行為の追加を第２表債務負担行為補正によって説明をいたします。 

 次の２ページ、第１表歳入でございますが、まず第８款地方特例交付金、これは交付額の確定

により減額で４３６万４,０００円の減額でございます。１１款分担金及び負担金、それから

１２款使用料及び手数料、１３款国庫支出金、１４款県支出金につきましてはいずれも収入見込

み額による増額の計上でございます。１５款財産収入につきましては、２項財産売り払い収入で

町営住宅跡地等の不動産売り払い収入１億２,０５４万６,０００円を計上いたしております。

１７款繰入金は財政調整基金からの取り崩し額の減額で、マイナスの１億５,２００万円でござ
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います。１９款諸収入は、３項雑入において福岡県市町村振興協会からの助成金１億円並びに福

岡県町村会からの助成金１,０００万円などの追加補正をいたしております。 

 次の３ページでございますが、歳出でございますが、全体を通してさきの人事院勧告の実施と

４月の人事異動に伴う職員人件費の調整を行っております。それ以外の主なものを申し上げます

と、２款総務費１項総務管理費については、歳入の不動産売り払い収入の財政調整基金への積み

立て１億２,０５４万６,０００円等の追加計上でございます。３款民生費１項社会福祉費は、国

民健康保険特別会計の繰出金２,２８６万７,０００円の増額等でございます。第２項児童福祉費

については、第二幼児園造成工事費の減額、マイナスの５,８００万円等の減額でございます。

第６款農林水産業費第１項農業費につきまして、水田農業構造改革対策の補助金６０５万

９,０００円などの追加計上でございます。１０款教育費２項小学校費においては、第二小学校

学級数の増加に伴います経費として７６０万円の追加計上等でございます。 

 次の４ページ、１１款災害復旧費は、１項農林水産業施設災害復旧費において東原林道佐谷観

音谷地区災害復旧工事費として５８０万円の追加などを計上いたしております。 

 次に、５ページをお願いします。第２表債務負担行為の補正でございますが、追加といたしま

してコミュニティバス運行事業、期間、平成２４年度から２６年度まで３カ年、限度額３,６００万

円、住民記録システム及び関連システム改修業務委託、平成２３年度から２５年度まで３カ年、

限度額２,２００万円、これは住民基本台帳法の改正により現行の外国人登録制度が廃止されま

して、外国人住民についても住基法の適用対象内となり、住民票を作成することとなるため、電

算の住基システムを改修するものでございます。最後に、第二幼児園造成工事、平成２３年度か

ら平成２４年度まで限度額７,０００万円。以上の債務負担行為を新たに設定するものでござい

ます。 

 以上であります。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第６３号については、議長を除く１３人によって構成する予算審査特別委

員会を設置し、これに付託し審査することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６３号平成２３年度須恵町一般会

計補正予算（第３号）を予算審査特別委員会に付託します。 

 なお、正・副委員長については、調整ができておりますので、御報告します。委員長に合屋伸

好議員、副委員長に今村桂子議員であります。 

 ここでお諮りいたします。暫時休憩をしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 



- 18 - 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩をいたします。 

 再開を１１時１０分といたします。休憩に入ります。 

午前10時58分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時10分再開 

○議長（三  良人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１４．議案第６４号 

○議長（三  良人）  日程第１４、議案第６４号平成２３年度須恵町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。安部住民課長。 

○住民課長（安部 健一）  補正予算書の３４ページをお願いいたします。 

 議案第６４号平成２３年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について御説明い

たします。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７,７８６万７,０００円を追加し、歳

入歳出それぞれ３０億２,５０１万８,０００円とするものでございます。款項の区分及び金額は、

第１表歳入歳出予算補正により説明いたします。 

 ３５ページ、歳入ですが、３款１項国庫負担金２項国庫補助金及び６款県支出金２項県補助金

の補正は、歳出の一般被保険者療養給付費と高額療養費を補正いたしておりますので、その財源

として各補助率で計上いたしております。また、国庫補助金の財政調整交付金において、歳出の

財源として収支の調整を本年度財源不足で調整いたしております。８款１項他会計繰入金の補正

は、歳出の９款諸支出金の療養給付費還付金の財源と職員の給与費等の増によるものでございま

す。１０款３項雑入ですが、一般被保険者と退職被保険者の第三者納付金で１１月までに納入さ

れた金額を計上いたしております。 

 次のページをお願いいたします。歳出ですが、１款１項総務管理費の補正は人件費の補正と、

委託料においては２４年度より国民健康保険証のカード化を計画いたしておりますので、今回補

正をいたしております。２款１項療養諸費２項高額療養費の補正は、３月までの医療費の見込み

において予算に不足が生じますので、追加補正いたしております。９款１項償還金及び還付加算

金の補正は、２２年度の実績に基づく療養給付費負担金の精算金を補正いたしております。 

 以上、御審議方よろしくお願いします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第６４号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６４号平成２３年度須恵町国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）を文教厚生委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１５．議案第６５号 

○議長（三  良人）  日程第１５、議案第６５号平成２３年度須恵町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。安部住民課長。 

○住民課長（安部 健一）  ４５ページをお願いいたします。 

 議案第６５号平成２３年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について御報告

いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６６５万７,０００円を追加し、総額

を歳入歳出それぞれ２億３,９１６万１,０００円とするものでございます。款項の区分及び金額

は、第１表歳入歳出予算補正により説明いたします。 

 ４６ページをお願いいたします。歳入ですが、４款１項他会計繰入金の補正は、人件費が減額

されておりますので、事務費繰入金を減額し、２３年度の保険料の軽減分が確定しておりますの

で、保険基盤安定繰入金を減額いたしております。５款１項繰越金は、前年度の繰越金が確定し

ておりますので、今回計上いたしております。 

 次のページ、歳出ですが、１款１項総務管理費の補正は人件費の減額補正でございます。２款

１項後期高齢者医療広域連合納付金の補正は、２２年度分の保険料において２３年４月、５月に

納入された保険料を２３年度に広域連合に納入するため補正いたしております。 

 以上、御審議方よろしくお願いします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第６５号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６５号平成２３年度須恵町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）を文教厚生委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１６．議案第６６号 

○議長（三  良人）  日程第１６、議案第６６号平成２３年度須恵町公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉上下水道課長。 
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○上下水道課長（今泉 智明）  別冊の補正予算書５２ページをお願いいたします。 

 議案第６６号平成２３年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額からそれぞれ９,５７５万６,０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９億６,０８９万１,０００円とする。２項、款項の区分ご

との金額並びに補正後の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。地方債の補正、第２条、地方

債の変更は第２表地方債補正による。 

 ５３ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出補正、歳入の主なものは、３款１項国庫補助金補正額マイナス６,０４０万円

は国庫補助金の確定に伴う減額でございます。５款１項他会計繰入金補正額マイナス７０４万

５,０００円は一般会計繰入金の減額です。６款１項繰越金補正額３１１万円は前年度の繰越金、

繰越額が確定しましたので、増額補正するものです。７款諸収入２項還付消費税補正額マイナス

２０２万５,０００円は、前年度の還付消費税の確定による減額補正でございます。４款雑入補

正額マイナス１,０００万円は当初、流域下水道維持管理負担返還金を見込んでおりましたが、

前年度で完納済みのため減額するものです。８款１項町債補正額マイナス１,９４０万円は工事

量の減に伴う減額でございます。 

 ５４ページをお願いいたします。 

 歳出、主なものは、１款１項総務管理費補正額マイナス１,０１３万１,０００円は、汚水量の

見込み量の減によるものでございます。２款１項下水道事業費マイナス８,４７３万８,０００円

は、議案第６１号の工事量の減に伴うものでございます。３款１項公債費補正額マイナス８８万

７,０００円は、町債借入額の減に伴う減額でございます。 

 ５５ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正、１、変更、起債の目的、下水道事業債、多々良川流域関連公共下水道分、

変更前、限度額２億３,９９０万円を変更後、２億２,０２０万円に変更。工事量の減に伴うもの

でございます。資本金平準化債公共下水道分、変更前、限度額３,２７０万円を変更後、

３,３００万円に変更。前年度の借入額の確定による増額でございます。起債の方法、利率、償

還の方法等の変更はありません。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第６６号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６６号平成２３年度須恵町公共下

水道事業特別会計補正予算（第１号）を総務建設産業委員会に付託します。 
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――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１７．議案第６７号 

○議長（三  良人）  日程第１７、議案第６７号平成２３年度須恵町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉上下水道課長。 

○上下水道課長（今泉 智明）  ６２ページをお願いいたします。 

 議案第６７号平成２３年度須恵町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１３５万９,０００円を追加し、

歳入歳出総額をそれぞれ９,６４９万円とする。２項、款項の区分ごとの金額並びに補正後の金

額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 ６３ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算補正、歳入、主なものは３款１項他会計

繰入金、補正額３７万５,０００円、一般会計からの繰入金の補正です。４款１項繰越金、補正

額９８万４,０００円、前年度の繰越額が確定しましたので、増額補正するものです。 

 ６４ページをお願いいたします。歳出、主なものは２款１項農業集落排水事業補正額１４０万

円は、上の原処理場の跡地利用計画資料作成業務委託料の増額でございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第６７号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６７号平成２３年度須恵町農業集

落排水事業特別会計補正予算（第１号）を総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１８．議案第６８号 

○議長（三  良人）  日程第１８、議案第６８号平成２３年度須恵町水道事業会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉上下水道課長。 

○上下水道課長（今泉 智明）  ６９ページでございます。 

 議案第６８号平成２３年度須恵町水道事業会計補正予算（第１号）。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的支出の予算額を次のとおり補正する。支出、第１款第１項

営業費用補正予定額６８万８,０００円は人件費の補正です。第２項営業外費用補正予定額マイ

ナス１２万３,０００円は、借入債の額の確定による補正でございます。第３条、予算第４条に

定めた資本的収入及び支出の予算額を次のとおり補正する。収入、第１款資本的収入第２項企業
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債補正予定額マイナス５００万円は、石綿管改良工事に伴う接続工事が起債対象と認められない

ため減額するものでございます。３項国庫補助金補正予定額マイナス３２万円は、補助金確定に

伴う減額でございます。支出、第１款資本的支出第１項改良費補正予定額マイナス３,７００万

円は、議案第６２号の水道工事の変更に伴う減額でございます。資本的収入額は、資本的支出額

に対し不足する額１億５,０２９万８,０００円は損益留保資金で補てんするものとする。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第６８号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６８号平成２３年度須恵町水道事

業会計補正予算（第１号）を総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１９．健全な国民健康保険制度の構築を求める意見書の提出について 

○議長（三  良人）  日程第１９、健全な国民健康保険制度の構築を求める意見書の提出につい

てを議題とします。 

 提案議員の説明を求めます。２番、百田輝子議員。 

○議員（２番 百田 輝子）  健全な国民健康保険制度の構築を求める意見書（案）について、会

議規則第１３条の規定により、三上議員を賛成議員として提出します。 

 この「健全な国民健康保険制度の構築を求める意見書」については、福岡県町村議会議長会か

ら県下各町村議会へ要請されたものであり、また、本町においても保険税の確保が困難になる反

面、医療費の高騰により、厳しい財政運営を余儀なくされていることから、国に対して、国民が

安心して医療を受けることができるよう国庫負担の引き上げを行う等、健全な国民健康保険制度

の構築を図ることを強く要請するものです。 

 審議方よろしくお願いします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本意見書の取り扱いについて、文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、健全な国民健康保険制度の構築を求める

意見書の提出については、文教厚生委員会に付託し、その取り扱いの審議をお願いします。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 
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○議長（三  良人）  以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 次の本会議は、１２月１３日午前９時に再開します。 

 本日は、これにて散会します。 

午前11時27分散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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午前９時00分開議 

○議長（三  良人）  これから本日の会議を開きます。 

 まず、議会運営委員長に運営委員会の経過報告を求めます。６番、荒木敏光議員。 

○議会運営委員長（荒木 敏光）  おはようございます。議会運営委員会の経過報告をいたします。 

 １２月１２日午前９時３０分より議会運営委員会を開催し、本定例会の運営について協議をい

たしました。 

 工事請負契約の締結について議案が１件追加されており、総務建設産業委員会に付託を予定し

ております。これは、第二幼児園造成工事の分でございます。 

 また、全員協議会を、１３日本会議終了後、特別会議室で開催いたします。よろしくお願いい

たします。 

 以上、議会運営委員会の報告を終わります。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１．一般質問 

○議長（三  良人）  日程第１、一般質問を行います。 

 通告順に質問を認めます。１４番、原野敏彦議員。 

○議員（１４番 原野 敏彦）  おはようございます。一昨日、須恵町体育協会４０周年記念祝典

が盛大に行われました。関係各位の日ごろの努力に敬意を表するところでございます。おめでと

うございます。 

 今回は、災害に備えてということで一般質問させていただきます。 

 東日本大震災により亡くなられた方々に、深く哀悼の意を表すものとともに、御遺族の皆様に

お悔みを申し上げます。また、被災された方々に謹んでお見舞いを申し上げます。 

 地方自治体は、国の防災基本計画をベースに、国に先駆けて見直しを着手したところがござい

ます。それぞれ地域の実態に応じた地域防災計画が求められています。国は、防災基本計画を大

幅に修正し、また地域防災計画を見直しへと進んでおります。 

 ３月１１日に発生しました東日本大震災は、昨日現在で１万５,８４１人の方が犠牲になられ

ました。また、３,４９０人の方がいまだに行方不明であります。また、３３万２,６９１人の方

が、現在避難されたり転居をされておるところでございます。 

 「天災は忘れたころにくる」といわれますけれども、時と場所を選ばず襲ってくるのも自然災

害でございます。そのとき、そばに家族など頼りになる人がいるとは限りません。もしもの場合、

子供やお年寄りさえも、自分の命は自分で守るという意識のもとにとっさの判断と行動が求めら

れることがございます。今回の大震災は、私たちにそれを思い知らされたものではないでしょう

か。 
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地震列島ともいわれる我が国では、自然災害から身を守るにはどうすればよいか、大地震では

家屋の倒壊等で火災も予想されます。揺れが収まったら、避難するというのが鉄則でございます。 

 そこで、須恵町の第５次総合計画の施策の大綱を読んで、「安全・安心として快適に暮らせる

まちづくり、消防、防災、危機管理対策の充実」とあります。「災害に強い、安全・安心のまち

づくりに向けて、ハード、ソフトの充実により、消防力や緊急時の対応能力を高めるとともに、

防災危機に対する町民の意識の向上を図ります」ということでございます。そこで、須恵町の防

災体制の現況をお尋ね申し上げます。 

 また、地域あるいは組合ごとの避難場所の行く経路の訓練がなされているか、須恵町には訓練

場所の指定はございます。その場所へ行くのに訓練がなされているかです。 

 １２月４日には、第一小学校校区コミュニティで、安全・安心委員会が組織され、防火訓練が

行われたと聞いております。また、行政区で防災資材を確保している区があるのかどうか、第

２点でございます。 

 ３点といたしまして、学校別での生徒の避難訓練体制が確立しているかをお尋ねいたします。 

 先の地震で、岩手県釜石市も壊滅的な打撃を受けましたが、市内１４の小学校の校内にいた児

童生徒約３,０００人は、全員が無事でございました。児童のまた７割にあたる７４人が死亡し、

行方不明となった宮城県石巻市の大川小学校など、多くの子供たちが犠牲となりました。この釜

石市のケースは、まさに奇跡といっていいと思います。子供たちの命を守るに大きな役割を果た

したのが学校活動で、積極的に取り入れた防災教育だとあります。そこで、防災教育を行ってい

るのかもお尋ねいたします。 

 附則になりますけれども、１１月２９日、城山区を最後に全行政区を訪問され、町づくり懇談

会が開催されました。担当課長様、関係者の方は大変お疲れだったと思います。地域のさまざま

な質問や課題が出されたのではないかと思います。このような時期ですので、各行政区から防災、

防犯の取り組みについて発言がなかったかもお尋ねといたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  まず、今泉総務課長に答弁を求めます。 

○総務課長（今泉 俊裕）  おはようございます。最初に私のほうからお答えさせていただきます。 

 ３月１１日に発生いたしました東日本大震災によりまして、議員各位を初め、住民の皆様方の

災害に対する不安はいかばかりかと推察する次第でございます。 

 今回の大震災は、自然が私ども人間に与えた試練ではなかろうかというふうに思っております。

その中から何を学び、それをどう生かしていくかということが今一番問われているのではないか

と思います。特に自治体はこの試練から多くのことを学んで、課題を的確に把握し、対応、対策

を展開していくことによって、安全で安心なまちづくりを推進していかなければならないと考え
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ております。 

 このたびの東日本大震災と同様、多くの被害者を出しました、平成７年の阪神淡路大震災にお

きましては、生き埋めや瓦礫に閉じ込められた方の中で、救出された方のうち、自力で助かった

方が３４.９％、家族に救助された方が３１.９％でございますが、隣近所の人から助け出された

方が２８.１％と意外に高い割合を占めてるという統計が出されております。 

 災害が発生したときに、被害の拡大を防ぐときにいわれますことは、自助、公助、共助という

いわゆる三助でございますが、自助は言うまでもなく、自分の身の安全は自分で守る、公助、公

の助けは、行政、消防、警察の対応、そして共助、ともに助ける。普段から顔を合わせている隣

近所や地域の方々が協力し合うことでございます。一般的に災害時には、これが自助７割、公助

１割、共助２割といわれております。その中で、特に副議長おっしゃいますように、これからは

共助、地域の防災力、地域での防災体制の強化が非常に重要になってくると思います。 

 そこで、御質問の地域での防災体制の現状と取り組みでございますが、まず、防災活動の推進

ということからお答えをさせていただきますと、毎年、消防団の防災訓練に合わせまして、各区

に合同での参加をお願いしておりますし、また行政区単独でも、家庭用消火器を使った初期消火、

消火栓、消火ホースを使用した消火訓練を行っております。 

 また、災害シミュレーションの図上演習ということで、全行政区にこの希望を募りましたが、

現在のところまで藤浦区、佐谷区において、大雨による水害、土砂災害を想定した図上訓練を、

福岡県消防防災課の協力のもとに実施をいたしました。それから先ほど副議長おっしゃいました

ように、今月４日には第一小学校校区、すこやかコミュニティの事業の一環として、消火器の訓

練、それからＡＥＤの実演等が行われているようでございます。 

 今回の震災を受けまして、防災意識の高まりから私どもも、このような訓練の実施に積極的に

取り組んでまいりたいと思っております。 

 また、ひとり暮らしの高齢者や障害者など、いわゆる災害時の弱者に対して、地域の中で気象

や災害の情報を伝え、避難所へ迅速かつ確実な誘導の支援を受けられる体制を整備するために、

本年３月までに、要援護者避難支援プランというものを策定いたしまして、今後は個別計画と申

しますが、要援護者とそれを支援する方の登録、台帳整備の段階に入ってまいりますわけですが、

現在、健康福祉課が県の補助を受けて行っております、地域支え合い事業の見守り事業に合わせ

まして、対象者の情報の一元化管理とＪＩＳ地理情報システムと合わせまして支援システムの構

築を考えております。 

 次に、災害時の行政区の防災、機材の状況ということでございますが、御存じのとおり、本町

におきましては、昨年、国の地域活性化経済対策臨時交付金を活用いたしまして、防災の拠点施

設としての須恵町防災センターを建設いたしました。この中には、災害時に必要な資機材、備蓄
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非常食、それから消防庁から無償貸与を受けております救助資機材等を備えております。その上

で、豪雨の際の道路の冠水によりまして、車の通行が分断された場合に対処するため、西側地区

の拠点として飛越分団格納庫裏の倉庫に土嚢４２０袋、その他資機材を備えておりますし、土嚢

につきましては、佐谷、上須恵、甲植木、新原消防団格納庫にも備えております。 

 各行政区にそういうふうな防災用品ですか、そういうものをおきましても災害時に実際に実働

部隊としてそれを運用してまいりますのは消防団でございますので、現在申し上げました防災セ

ンターを初めとした各消防分団格納庫等での施設での備品の備蓄が適当であるかと考えておりま

す。 

 それから、最後に行政区まちづくり懇談会のお話でございますが、佐谷区におきまして、自主

防災組織のお話がございました。御存じのとおり、佐谷地区は昭和４８年のあの大水害の際に甚

大な被害を受けられた地区でございますので、防災に対する意識が非常に強い地区でございます。

その懇談会の中で、自主防災組織の結成についてのお話がございました。本当にありがたい話で

ございまして、自主防災組織につきましては、今後重要な課題としてとらえておりまして、先ほ

ど副議長もおっしゃいました第５次須恵町総合計画の基本計画、施策の大綱の中でも、地域によ

る自主防災組織づくりの支援をうたっておりますが、今後具体的に結成に向けてのお話が進んで

まいりましたら、行政としても協力させていただきたいということをお答え申しております。 

 私のほうからは以上であります。 

○議長（三  良人）  次に、平松教育長。 

○教育長（平松 秀一）  おはようございます。 

 学校別の避難訓練の確立ということで御質問いただいたわけでございますけども、この避難訓

練につきましては各年度の教育指導計画の中に盛り込み、実施しております。お手元のほうに資

料配布させていただいているかと思いますけども、内容についてはそのようになっております。 

 特に、当教育委員会が使命として思って、各学校とかいろんな現場に対して指示申し上げてい

ることが、幼稚園、保育所、小学校、中学校のみならず社会教育全般において災害等が発生した

ときに、まず第一次的に人命を尊重した対応をとるということで教育委員会内の体制をとってお

ります。 

 お手元の資料について若干御説明申し上げますが、災害に対応につきましては、当町において

は火災、風雨、地震を想定した災害体制をとっております。当教育委員会は、保育所、幼稚園、

小学校、中学校が主な対応先となりますが、保育所ではお手元の資料のとおり毎月１回避難訓練

を実施しております。また、消防署から講師を招き、危機管理対応の研修会を開催しております

し、職員による消火訓練も実施しております。合わせて、消防署の見学も取り入れております。 

 幼稚園では、年５回の避難訓練を実施しており、火災と地震とわけて実施しております。内容
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は、保育所と同じく消防署から講師を招き、危機管理に備える講習会を実施し、保護者会との連

携による非常時のお迎え訓練も実施しております。あわせて保育所と同じでございますが、消防

署での見学も取り入れております。 

 小学校では、年に２回、火災と地震に対応した避難訓練を実施しておりまして、消防署から講

師を招き、火災、地震に対応した講習会を実施しております。また、それぞれの学校の取り組み

として、第一小学校では、不審者対応として警察署から講師を招き、危機対応講習会を開催して

おり、第二小学校では、代表児童による消火訓練、第三小学校では初期消火訓練として、職員の

消火器を使った消火訓練を実施しております。 

 中学校においては、年に１回、地震と火災を想定した避難訓練を実施しております。合わせま

して、当教育委員会の取り組みといたしましては、災害発生時に役場内、防災本部と連携をとり、

まず第一に園児、児童、生徒の安全を確保する対応を迅速に学校側に通達し、徹底させるよう災

害時の業務を遂行しております。合わせまして、風雨災害や地震災害においては教育施設が各地

域の避難所となる関係上、防災本部との連携を重要公務としながら、安全確保に努力しておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（三  良人）  原野議員。 

○議員（１４番 原野 敏彦）  先ほどの総務課長のお話で、行政区佐谷区、藤浦区がそういうふ

うな訓練をやっているというようなことをお聞きしました。資材におきましては、何分団かがそ

れを保有しているということでございますけれども、消防団も大した、大したじゃない、人員的

に少ないということで、有事のときはそこまでいるとは限りませんので、行政区の方々と連携を

とった訓練等も、消防団の方々と一緒にやっていただきたいという要請をいたしたいと思います。 

 それと、防災資材の件ですけれども、やはり須恵町、須恵川があるわけです。あそこの氾濫が

１番多いということで、その川沿いの行政区、佐谷、上須恵、須恵、甲植木、旅石だったかな、

そういうところにも、せめてやっぱりそれだけの防災資材を置くような倉庫を持っていただきた

い、１番大きいのは須恵町の防災センターにあるんでしょうけれども、有事のときにはやはりこ

こまでこれないというようなこともありますので、それの充実した施設をつくっていただきたい

と思います。 

 また、そこで避難場所への行く経路、行政区で、それの訓練がなされている行政区は本当に少

ないんだなと、せっかく須恵町には避難場所とする施設を保有しているわけですけれども、せめ

て、９月１日の防災の日ぐらいは、須恵町をあげてといいますか、わけてでも結構ですけれども、

避難経路、場所に行く経路の訓練をなされたらどうかとは思っているんですけれども、その辺は

また、検討していただきたいなあと思っております。 
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 昨年、消防団が全国大会に出場したわけでございますけれども、防災組織においても、福岡県

１位になるような、そういうふうな町になっていただきたいという思いもございますし、先ほど

言いました行政と消防団との連携をした訓練をすることにおいて、これだけやっぱり今防災、震

災のおかげでは皆さん関心をもってありますので、組合の加入率がこれでふえるんじゃないかな

という、微々たる予想もしているわけでございますけれども、そういうことをする上において、

須恵町、町がやっていることを町民の皆様方に、一緒に行動したいというようなことも思ってお

りますけれども、その辺で、場所に行く経路の訓練等で、その地域の消防団に対し、私の要請で

消防団にそれができるのかどうか、お尋ね申し上げます。 

○総務課長（今泉 俊裕）  先ほど申しました訓練に合わせまして、これからはそういった、避難

所への確実かつ迅速な避難の訓練ということが必要になってこようかと思いますので、今後、そ

ういうふうに考えていきたいと思います。 

   それから、組合の加入率がありますので、続けて懇談会の中で、特に組合の加入率が低いとい

うことでの行政区の課題が出されたわけですが、逆にこういう機会をとらえまして、組合に加入

しているメリットのということで、こういう一応有事の際での助け合いにつながっていくことで、

組合加入の促進という話も出ております。 

 以上でございます。 

○議員（１４番 原野 敏彦）  はい、ありがとうございます。 

○議長（三  良人）  原野議員。 

○議員（１４番 原野 敏彦）  そこで総務課長から、行政区訪問されたときのまちづくり懇談会

ということで、担当課長、まちづくり課長も出席されたと思いますが、何かそういうふうな観点

で意見が出ましたら、意見を求めたいと思いますが。 

○議長（三  良人）  吉松まちづくり課長。 

○まちづくり課長（吉松 良徳）  先に、総務課長のほうから答弁がありまして、重複するところ

もあろうかと思いますけども、１０月１１日から１１月２９日までの約２カ月間をかけて、町内

２０行政区すべて訪問させていただきました。議員、皆様方、また職員、住民の方々、延べ

７６７名の参加をいただきまして、無事終了したことをまずもって、この場を借りて厚くお礼申

し上げます。 

 この懇談会でございますが、原野副議長仰せのとおり、２３年度から今後１５年間、１０年間

を一つのスパンとして、第５次総合計画がスタートしました。その中で、なかなか住民の方々に

町の施策だとか、まちづくりの方向性というものを周知する機会が少ないということで、行政と

しては当然、その義務と責任を果たす意味から今回の懇談会を計画したわけでございます。また

合わせて、各行政区が掲げているような課題、問題点、いわゆるまちづくりの基盤となるのが行



- 31 - 

政区でございますので、そういったものに対しても、町としてどのように協力できるかというの

が今回の懇談会の１番の狙いでございました。そういったあらゆる御意見を斟酌しながら、今後

次の段階に進んでいこうということでございます。 

 今回の懇談会の主な協議の柱といたしましては、組合加入率の低下の問題、また、高齢社会を

迎えての取り組みですね、今後の取り組み、また、社会教育でいう子ども会育成会のあり方、ま

た、校区コミュニティの方向性、最後に、議員ご質問の防災、防犯計画などが、主体的に協議さ

れたわけでございます。 

 この防災計画でございますが、総務課長の答弁の中にもありましたように、自主防災組織の結

成は喫緊の課題であるというふうにとらえております。防災計画を行政区単位、また小学校区単

位で行うのかということは、まだ、そのエリア的なものは決まっておりませんけれども、この防

災計画、防犯に関する、かかわる計画を一つの手段、方策として、懇談会の中で出されたような

いろんな課題、これも解決の糸口になるのではないかというふうに考えております。 

 今回、懇談会を開催して、早急に解決できるというものは少ないかもしれませんけれども、今

後も各行政区からの要望、要請に応じて、必要に応じて、今年度だけでなくて、来年度以降も続

けていきたいというふうに考えております。 

 また、今回の懇談会のまとめっていいますか、報告書を現在作成いたしております。これが出

来上がり次第、議員への皆様方にも渡したいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  私には質問が来ておりませんけれど、将来計画的なことが質問の中にあり

ましたので、ちょっと総括してお答えをしときたいというふうに思っておりますが。 

 「天地人」という言葉がありますが、天の時、地の利、人の和、いわゆるこういうことを意味

しておるわけでございます。天の時というのは、幸運がありますし、今回のような不運があった

りもします。いわゆる地の利っていうのは、私どもは意外と災害に強い町、４８災という災害が

ありましたけれども、意外と災害に強いようなことでございます。人の和っていうのは、今回の

東北の震災のように絆、今回の漢字一文字で表すのが「絆」ということになりましたが、要する

に絆であろうと、コミュニティであろうというふうに思っておるわけでございます。 

 それで、防災倉庫をつくればという話でございますが、志免町は旧格納庫にそういうことをや

っておりますが、本町では地域活性化の交付金を利用して、役場の駐車場に念願の防災センター

ができました。そのときに、飛越分団も格納庫をつくりまして、横に防災倉庫をつくりました。

ていうのは、本町は真ん中に須恵川が走っておると、それによって、須恵川がいわゆる、決壊い

たしますと分断される可能性があるということで、集中して１カ所にということでは難しい問題
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があります。西側地区、東側地区に１カ所と。 

 それからもう一つ、農集の上の原、いわゆる浄化センター、農集を公共下水道につなぐという

ことで、いわゆるその後の利用方法として、防災の機材をそこに集中して置くということも考え

ております。 

 それからもう一点の避難の経路という問題でございますが、本来ならばちょうど防災、避難の

しるしをずっとつけたときに、各家庭に配ったんですが、今回それが少なくなりましたので、各

家庭に配ろうといたしましたが、３．１１の東日本の震災によりまして、防災計画の見直しが国

のほう、県のほうであっております。これが、やはり決定次第、新たにまたその順路、あるいは

避難箇所というのを全戸配布したいというふうに考えております。 

○議長（三  良人）  原野議員。 

○議員（１４番 原野 敏彦）  ありがとうございました。 

 今まで申しましたとおり、須恵町の町民がやっぱ意識を持たないといけないというのが１番課

題だろうと、この意識を持って、そういう行政からの指示といいますか、そういうふうな訓練が

あるときには、意識の向上を図るとありますので、町民も一緒になって、自分の身は自分で守る

ということでございますので、よければ９月１日防災の日に訓練をする、その前に各、全体にな

りますと大変ですので、組織として、組合として、そういう組織もつくって頂けたらいいなとい

うことで、要望といたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

○議長（三  良人）  ９番、今村桂子議員。 

○議員（９番 今村 桂子）  おはようございます。９番、今村桂子です。 

 先日の、各区を回るまちづくり懇談会では、時間外にもかかわらず、職員の方には大変、お世

話をおかけいたしました。また、第１回ということで、これからも第２回、第３回と続けていっ

ていただきたいと思います。７５７名の参加があったという報告がございまして、いろんな地域

の課題が出たと思いますけれども、これからもそういう意見を吸い上げて、町政に生かしていっ

ていただきたいと思います。 

 それでは、通告に従い、コミュニティバスについての質問をいたします。 

 以前の福祉バスの用途を拡大するために、コミュニティバスに名称を改め、路線と時間帯を一

部変更して、実証運行が２２年２月１日からスタートいたしました。４月１日から有料化となり、

ワンコインの１００円で誰でもが乗れます。その間、地域活性化、生活対策臨時交付金制度を利

用して２台のバスを購入いたしました。皆さんご存知の水色とピンクのバスが町内を走っていま

す。コミュニティバスの運行等に関しては、須恵町地域公共交通活性化協議会で議論をされてき
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ました。 

 今回の私の一般質問は、２年に及ぶコミュニティバスの実証運行も最終段階に差しかかり、

４月から本格運行にするのか、３月までに結論を出すためにそろそろ実証を行う時期に来ている

と思い、現状、利便性、採算性などを考慮して、さまざまな運行実験をし、もっとも望ましい体

制で本格運行に移行してほしいとの思いから質問し、本格運行に移行するかどうかの協議会や町

長の考え、今後の予定を問うつもりでおりまいたが、当初本会議における町長報告で、協議会の

結論として本格運行が決定したとの報告がございました。そこで、今回は通告の範囲内で、当初

予定の質問とは内容が変わると思いますが、数点質問いたします。 

 現在、５路線で運行しておりますが、まずは路線別利用者数で総利用者数、１日平均利用者数、

使用バス停の利用者数、乗り継ぎの状況など、利用状況についてお答えください。 

 次に、バスの運行時刻について質問をいたします。住民の声で最も利用したい時間帯は、朝の

他の交通機関との乗り継ぎや役場、オイコスなどの公共施設、病院などにいくために１０時まで

には目的地に着きたいということです。現在のダイヤでは、佐谷・上須恵線、新原・川子線では、

１０時までに全路線の接点である町の中心部にある福祉センターに到着せずに利用しにくいとの

声もでています。また、運行当初は防犯を考え、部活の子供が利用できるように、運行時間や停

留所を工夫するとのことでしたが、バスの時間帯は部活の終了時間に対応しているのでしょうか。

子供たちの利用状況はどのようなっておりますか。 

 当初は、通勤、通学時、幼稚園送迎時、部活の子供の帰宅時等の運行に利用できないかを考慮

して、検討すると言われていましたが、利用できる時間帯に運行していないのが現状ではないで

しょうか。朝の時間帯などの見直しが必要だと思いますが、今後の改善について質問いたします。 

 次に、停留所、運行ルートについてですが、町民の方々の利用が多いのが、駅などの乗り継ぎ、

買い物のためのストア、病院、公共施設、学校などです。町内の使用拠点、交通接点へのアクセ

ス向上、利便性は計られていますか。買い物難民という言葉を最近よく耳にしますが、高齢者の

ためにストア内にバスを乗り入れるなどの対策にも力を入れていただきたいと思います。例えば、

ビーンズなどは駐車場も広いので、店との話し合いで、店の利益にもつながるのでバスの乗り入

れの交渉もできるのではないでしょうか。また、中学校や小学校に、もう少し近くにバス停を持

って来れないでしょうか。現在、２台のバスで５路線を運行していますが、１時間に１本運行で

きない状況です。須恵町には３つのコミュニティがあります。バスが３台あると、各コミュニテ

ィを３路線で巡回でき、時間も短縮され、運行本数もふえます。経費の問題もあると思いますが、

バスをもう１台ふやすお考えはありますか。その場合、バス購入に補助金ないし交付金の活用は

できますか。 

 最後に採算性について質問いたします。 
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 バスの経費、国や県からの補助金、バスの運賃収入などの支出、収入の金額はどうなっていま

すか。コミュニティバスは支出の５０％の収入があればほぼ成功だといわれていますが、現時点

では何％ですか。先日、全コースのバスに乗ってみました。時間帯にもよりますが、１名から

４名ほどで、ほとんど空気を運んでいるような状態でした。今の運行状態ではそれほど多くの人

が利用しているようには見えませんが、町民の利便性に応えたものにしていかなければ、利用者

はふえないと思います。そこで、来年４月まで残り４カ月を切りましたが、この間、今までと違

う運行が予定されていますか、などについてお答えください。 

○議長（三  良人）  まず、吉松まちづくり課長に答弁を求めます。 

○まちづくり課長（吉松 良徳）  まず、コミュニティバスの運行の基本方針でございますが、町

内の使用拠点、交通結節性のアクセスを向上させ、利便性の向上を図るというものがあります。

２点目に、町内使用公共施設を中心とした拠点を整備し、公共交通の利用性向上を図る。３点目

に、公共交通による交通弱者を初めとした、町民全体の外出機会の増加を促進させ、社会参加の

支援を行う。最後に、わかりやすく、だれもが気軽に安心して利用できるようにするという、こ

の４点がコミュニティバスの基本方針でございます。 

 次に議員御質問の、コミュニティバスの利用状況でございます。 

 平成２３年、１０月の１カ月間では全５路線中で、１日当たり平均１３４．９人、一月では

４,１８２人、１年間で４万６,５１２人の利用がありました。全路線ともに福祉センターバス停

の利用が、一月に３,２５３人と最も多く、ついでスーパーサニー前の赤坂バス停、川子地区公

民館のバス停の利用が多くなっております。また、ＪＲや西鉄バスなど、他の公共交通機関との

結節点のバス停では、須恵駅、新原駅口、須恵町役場のバス停利用者が多く、特に須恵町役場バ

ス停の利用者が増加傾向になっております。 

 運行ダイヤの見直しにつきましては、病院や買い物、他の公共交通機関への乗り継ぎ、福祉セ

ンター利用者への利便を検討し、新たに朝８時台の佐谷・上須恵線、新原・川子線の２路線を計

画いたしております。通勤や通学に利用できる朝７時台につきましては、西鉄バスとの競合性も

ありまして、運行予定はありません。また、幼稚園、学校関係につきましては、現在のところコ

ミュニティバスでの運行予定はありません。運行計画はありませんが、当然、活用を前提に今後

教育委員会において協議、検討されるというふうに伺っております。 

 スーパーなどの買い物施設への乗り入れにつきしましては、敷地内での事故に対する問題や駐

車スペース等の問題があるので、計画はしておりません。 

 校区コミュニティ単位の三台体制の可能性につきましては、現状では考えておりませんが、将

来的に住民の方々やコミュニティからの要望があれば、バスの購入と合わせて大幅なルートやダ

イヤ改正に見直しが必要となってきますので、慎重に検討したいというふうに考えております。
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また、バスの購入に関する補助金でございますが、国の地域公共交通確保維持改善事業、また、

福岡県生活交通確保対策補助金があるわけですが、申請をしてもなかなかその年によって補助金

の額が変動したり、また、交通過疎地域が優先となるため、非常にタイミング的にも難しいもの

があります。福岡県といたしましても、今、この公共交通のあり方というものの会議を盛んに開

催されておりますけれども、まだまだ福岡都市圏というのは、この公共交通の利便性がいい地域

性ということで、なかなか補助金がつきにくい地域ということがあります。どちらかというと、

京築地区だとか南筑後地区の、路線の減便、廃止の地域が優先されるということでございます。 

 採算性につきましては、年間の運行経費が１,５００万円程度かかっております。収入は、実

証運行の当初より小学生以下と６５歳以上を無料としていますので、年間７０万円程度の運賃収

入と流動的な国の補助金があり、採算は取れておりません。２４年度からの本格運行に向けて、

商工会を初め、企業や各種施設などに協力をお願いし、広告事業収入等を検討しているところで

ございます。 

 今後の運行計画につきましては、先月末に開催されました、須恵町地域公共交通活性化協議会

と交通会議において、来年４月より市町村運営有償運送として、本格運行をすることが決定いた

しました。バス路線につきましては、現行での運行を基本に、運行上の都合で軽微な路線変更を

３カ所、路線内での新たなバス停３カ所の設置を計画しています。福祉センター着の時間やＪＲ、

西鉄バスの乗り継ぎができるような時間もできる範囲で対応し、それに伴い、ダイヤも全体的に

微調整いたしております。変更の周知につきましては、今後町のホームページ、また広報等で掲

載し、住民の皆様方にお知らせしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三  良人）  次に、中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  お答えをしたいと思いますが、今、まちづくり課長のほうから、項目に沿

って詳しく説明をしたとおりでございます。２年間の実証運行の中で、いわゆる町民の利便性と

いうのを最優先に考えたわけでございますが、既得権益というのがありまして、非常に難しい。

その、交通活性化協議会の中にも運行主体をしております西鉄バスとか、そういう人たちが入っ

てこられておりまして、特に他の公共交通機関、いわゆる西鉄との交通接点はいいわけですが、

例えばＪＲとの結束点をその時間帯に設けろうとすると西鉄の反対があるというようなことでご

ざいますし、早朝の通勤、通学、そういったときに路線、いわゆるバスを走らせようとすると、

いわゆる西鉄の収益との問題の中で、非常に抵抗があるということで、現在のところ７時台は設

けておりません。８時台ということになりますと、通勤、通学には不向きというとでございます

が、非常にこの既得権益というのがあって、難しゅうございます。 

 また、交通接点で買い物難民の救済等もあって、質問の、いわゆる駐車場内の乗り入れ等もあ
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りますけれども、これもいわゆる警察等の問題からしても、そういうことは認められておりませ

んし、やはり周辺にバスカットを設けて、あるいは西鉄のバス停と併用した形で、その駐停車の

スペースを設けていくというようなことしかないわけでございます。いろんなしがらみ、制約の

中で、要望とあるいは私どもの思いと若干食い違う。その収益となりますと、我々の要望する路

線が、いわゆる開設できればもう少し収益も上がっていくというところでございますけれども、

先ほど言いました既得権益とのしがらみの中で、それが難しいと。採算性がある路線であれば、

それはいわゆるその事業者が、バスを走らせるということになって、我々はいわゆる採算性を度

外視した形、町民の利便性、足の確保という部分をやはりしていかなければならない。だから公

がやる場合は、いわゆるビーバイシーっていいますか、その対費用効果を考えてやるというのは、

非常に難しい部分があるわけでございます。国鉄がＪＲになって採算性が合うようになりました

けども、国鉄の間は運送業以外の他の業者はほかにあってはならないとか、いろんな制約が絡ん

で赤字になっておるわけですが、ＪＲという民営化になりまして採算性が合うようになってきた

というは、既得権益であったり、いわゆるそういう事業の制約というものがあるわけで、私ども

のほうは、いわゆる緑ナンバーの営業バスじゃなくて、白ナンバーで、だから今度も走らせると

いうようないろんな制約がかかってきております。３台体制という話もありましたけれども、現

在、１周、５路線の１周約３０分で一回りしておるわけでございますので、２台ありますと大体

１時間で回って、１路線が若干おくれるというようなことで、今、課長のほうが申しましたよう

にダイヤを変更して何とかしたい。しかしながら、近隣地も近いところの人は歩いていただいて

健康保持のためにもということで、若干不便を感じさせているというところもあるようでござい

ます。また、バスについても大体１台２,０００万円ぐらいいたします。当初の時点では、約半

分が補助金で、１,０００万円の補助ができましたのでよかったんですが、２台目になりますと、

もう５８０万円しか補助金がきておりません。３台目になりますと、また若干下がるんじゃなか

ろかという懸念もされますし、今、代車を１台置いて３台ではしておるわけですけれども、路線

としては今、２台のバスで運行をさせております。それから、西鉄バス自体も須恵町内は赤字と

いうことで、御存じのように３１５万、年に１回西鉄バスに補助金を出して運行させてるという

状態でございます。それの中のまた採算性の合わないところを我々が交通弱者のために提供する

ということですから、採算性については非常に難しい問題がありますが、しかしながら、極力採

算性が合うように努力していきたい。あるコミュニティバスでは黒字経営もやっているところが

あるわけですので、何とかしていきたい。 

 それから、病院とか学校、公共施設との接点でございますが、例えば東中学校等については、

西鉄バスが走ってないわけですから、これらの細かい今度はやりとりの中で、そこについては、

いわゆる晩の７時ぐらいまで運行ができると、あるいは朝の７時代に運行ができると。西鉄バス
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との路線が競合しないところについてはできるという問題もありますので、これから今度は交通

会議の中で、そういった細かい部分について、収益あるいは利便性を考慮していきたいというふ

うに思っております。言いますように、今後とも利用者のための、いわゆるコミュニティバスと

して、できるだけ経費を安く、そして町民の利便性を考慮したコミュニティバスにしていきたい

というふうに考えております。ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  今村議員。 

○議員（９番 今村 桂子）  大変、既得権があるということで、西鉄バス、ＪＲ等の大変な既得

権の中で、苦労をされながらこういう状況で運行をしているということはよくわかりました。そ

の中でも、今言われてありましたできるところがあると思います。７時からの、その東中とか。

これまで２年間の実証ということで、後４カ月しかありません。その中で、この細かいところも

検討はされてきたとは思いますけれども、そういう細かいところまで、この残り４カ月でしっか

りとしていただきたいなという思いがございます。それと、１日平均利用者数、多分４名から

１０名ぐらいですかね、ちょっと先ほど１日平均を言っていただけなかったので、後ほど１日平

均の５路線の平均数を言っていただいたほうが、状況的にわかると思います。 

 それから、子供たちの利用状況についてお答えがなかったので、現在の利用状況を教えていた

だきたいと思います。 

 それから、７０万ほどの運賃収入ということで、採算性の問題については非常に厳しいと思い

ます。古賀市が一応コミュニティバスを廃止ということで、されていると聞いております。新宮

に関しましては、１回乗ったことがございますけれども、非常にたくさんの方が乗ってあります。

新宮の町自体がお店も多いし、いろいろ行く場所も多いんだろうと思いますが、本当に乗り切れ

ないほど、座り切れないほどの方が乗っていらっしゃるという状況でございます。そういう中で、

採算性に関しましては、一応受益者負担が原則でありまして、現在は小学生以下、６５歳以上の

方は無料でございます。これは、福祉バスの流れからのことと、また町長のお考えからだと思い

ますけれども、採算性が取れないということで、今までどおりこの無料を続けられていかれるの

かどうかというのが、また一つ質問いたします。 

 それと、協議会がこういう状況の中で、本格運行に踏み切った根拠、理由というものは何でし

ょうか。それと、それに対する町長の思いをお聞かせください。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  子供が何人乗っているか細かいのは課長のほうからですが、課長が答えた

のは１日１３４.９、いわゆる１３５人の利用者ということでございます。 

 新宮の例を出していただいたんですが、新宮は旧立花村と新宮町ということで、新宮町のほう

がものすごくこう開けて、立花のほうは開けてないわけです。行きますと、いわゆる集中してい
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る箇所があって、立花から新宮までは結構時間もかかるということで、バスで利用者が非常に多

いという、天地人という話をしましたけれども、地の利ていいますか、そういう地勢というもの

が影響しておるという問題がそこにあるわけでございますし、また、面積も広いと、だからそれ

とバス路線がないということで、それに頼らざるを得ない。古賀が廃止したっていうのは、いわ

ゆる古賀がコミュニティバスを網羅させようとしたことによって、西鉄が全面的に古賀市内の路

線バスを廃止するというような問題もおこったりして、そことの駆け引きっていいますか、その

中で、いわゆるコミュニティバスを廃止しながら路線バスをそのまま運行してもらって、西鉄に

補助金を渡すと。運行費用を渡すということで、古賀はそういう状況になってきたというふうな

ことでござまいます。特に志免町とかは、無料バスで走らせてありますが、あれは確かに端のほ

うにシーメイトがあって、中心から逆にシーメイトに来られる人たちの救済策として、あれを志

免町はコミュニティでやろうとしても、採算性はもう完全に合わないと。それから西鉄の宇美志

免線の路線は絶対走られないということから、あんまり町民の救済には向かないんじゃないかと

いう。いわゆるその町々の実情とゆうのがあって、また、もともとは福祉バスで私どもも運行し

ておりましたので、小学生あるいはご老人については、今後とも無料でいきたいという考えでご

ざいます。もう少しコミュニティバスのＰＲ等も行って、昼間人口がどうしても、言われたよう

に空気を乗せて走っているような状況でございますので、この昼間人口をどのようにするか、間

引きしていきますと、なかなかまた利用者がないという問題もありますし、その辺非常に難しい

ところがあるわけですが、その辺を今後、完全運行になった時点で考慮していきたいし、先ほど

出ました実証運行の期間が終わるということですが、実際の運行に入りましても、それは住民の

意見を聞きながら改善をしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（三  良人）  あと、小学生の。吉松課長。 

○まちづくり課長（吉松 良徳）  小学生の利用につきましては、当初、実証運行を開始した当初

は結構乗っていただいておりました。ちょっと現在はかなり少なくなったという話を聞いており

ます。部活動等の問題につきましても、以前から運動部活動の地域連携促進会議等で、須恵中学

校と東中学校の合同部活動に関するいろんな問題も出ておりまして、その中でこういったコミュ

ニティバスの活用はどうかということがありましたけれども、今のところ、その合同部活動の話

もちょっと頓挫したというか休止状態で、そういった問題が出てまいりましたら、当然、教育委

員会等とも協議しながら利用しやすい、ルートを考えていきたいというふうに思っております。 

 それから、国、県のほうも先ほど申しましたように、本当に福岡都市圏はまだ恵まれているほ

うなんですけども、交通過疎地域っていうのは、いきなりすべて路線を廃止するだとか、１日

５便ほどしかないものを２便に減らすとかいうような地域もあるわけでございます。そういった
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ところが、国や県の補助が優先されますので、都市圏っていうのはちょっと厳しい。ただそうい

いながらも、県も今、本当に前向きに取り組んでおられますので、今以上に何とか補助金を確保

したいという考えはあります。 

 それから、本格運行に踏み切った理由でございますけども、２年間、あと４カ月ほど残してお

りますが、２年間の実証運行を経て、いろんな問題、課題が出てまいりました。そういったもの

について一気に変えるというのが非常に難しい状況なんです。２年前に実証運行を始めたときに、

いろんな苦情が上がってきました。そういったものを一つ一つ何とかクリアしながら、２年間の

実証運行が、今すべて終わるわけですけども、今度４月から本格運行に移行するということで、

大幅なルートの変更だとかダイヤの変更というのはなかなかできにくい状況にある。ですから、

できるものから徐々にやっていこうというので、今回、公共交通活性化協議会の中で、本格運行

が決まったということでございます。 

 以上であります。 

○議長（三  良人）  今村議員。 

○議員（９番 今村 桂子）  済いません。１日の平均利用者数は５路線別の５路線別をちょっと

知りたかったんです。それが、それの内容っていうのはどの路線がどれだけ乗っているかってい

うのを知りたかったので、５路線別の１日平均利用者数をお願いしたいと思います。 

 それと、停留所の運行ルートについてなんですけれども、警察協議の中でビーンズ等のストア

内は無理だというお話が出ておりました。確かに今、ビーンズの前で車、バスが止まります。そ

うすると後ろのほうの車等は止まって待っとかないといけないんですね。荷物を持った方たち、

あの押し車っていうか、お年寄りの方は買い物した押し車を乗せたりとか、結構時間がかかるの

で、逆にそのビーンズ等の中で停めさせていただいたほうが、交通渋滞も起こらなくていいんじ

ゃないだろうかと思うし、利用の方たちも大変じゃないんじゃないだろうかというような思いが

あるんですけれども、その辺もまた、警察協議の中でお話をいただいた中で、できればそういう

ところに停めていただければというお願いも、これからしたいと思います。 

 それと、昼間人口層の学生の利用とか、それから通勤の利用は非常に難しいということでござ

います。ＪＲとか西鉄バスとの絡みもあるということですけれども、ここがふえないとなかなか、

それと買い物の主婦等、そこがふえないと昼間の方たちの利用っていうのは非常に難しい。そこ

をクリアするためにどうするかっていうことを、今後考えていかなければいけないところだと思

います。７時台が設けられない理由もいろいろ聞きましたが、西鉄バス等が走ってない、その接

点になる細かいところを網羅していくのがコミュニティバスの役割だと思うので、細かいところ

を網羅して、何とかそこに、バスとかＪＲにつなげていけて、あんまり既得権に関わらないとこ

ろを、また何とか探していただきながら、そういう時間帯の運行にも努力をこれからもお願いし
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たいと思います。 

 それと、子供たちの利用の中で、学校間の、一応前一般質問、合屋議員だったと思いますけど

された、中学校の部活交流という話が前１回出ていたと思います。その話はちょっとだめになっ

たみたいですけれども、今後そういう交流等の話も出てくると思うので、学校と学校をつなぐよ

うな交流ができるバスもできないのかと。それと、学校のお祭りがありますよね、コミュニティ

のお祭り。そういうときに利用したいという方たちもふえているので、それの数は少ないですけ

ど、あと学校の近くにもっと持ってきていただいたり、幼稚園の近くに持ってきていただくと、

子供たちの送り迎えとか、それから防犯の対策にもなりますし、学校のＰＴＡの方たちが、車を

使わないでバスに乗って行っていただくとか、そういう考え方もできると思います。 

 それと、事業広告、事業収入という内容も、ちょっと話が出てきていましたけれども、よその

ところでは、バスの外側に広告の大きいのを出して、結構広告をとったりとかされておりますの

で、そういう面の検討の方もお願いしたいと思います。それから、バスの宣伝っていうのがまだ

足りないのかなと思うのですけど、バスの乗り方の宣伝の仕方というのも、利用者の声を何かに

載せるとか。例えばこの間ちょっとお話があっていたんですけど、志免のほうに飲みに行くのに、

水戸病院の先までコミュニティバスに乗っていったら非常に便利だったというような、いろんな

乗り方ができると思うので、そういう町民の声とかもどっかに、乗り方を考えていただくような、

ここを通っていったら便利だったとか、そういう宣伝方法も何か考えていただけたらなと思いま

すけれども、よろしくお願いします。 

○議長（三  良人）  吉松課長。 

○まちづくり課長（吉松 良徳）  １日当たりの利用者数の内訳は出ておりますが、よろしいです

か。 

 佐谷・上須恵線が１日当たり２５.１人です。当然これは、平日、土曜、日祝日合わせた数字、

合わせたというか平均をとった数字なんですけども、佐谷・上須恵線が２５.１、旅石・山の神

線が３３.７人、新原・川子線１８.３人、城山・一番田線３６.３人、乙植木・須恵線２１.５人

の、合わせて１３４.９人ということになっております。それから、ビーンズ等の乗り入れでご

ざいますが、この件につきましても、地権者のほうがまちづくり課のほうに見えられて、どうぞ

利用していいですよということだったのですけども、警察協議の中で、やっぱり１番は事故の問

題、駐車スペースの問題がありますので、それはちょっとできないということでございます。 

 それから、西鉄ＪＲバスとの結節点ですが、基本的に西鉄はノーでございます。すべて、コミ

ュニティバスを運行すること自体も反対です。その中で、何とか９時を８時台まで、１時間繰り

上げたということだけでも一つの成果ではないかというふうに考えております。また、部活動の

交流についても、当然考えていかなきゃいけないと思いますし、コミュニティ単位のイベント等
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では、バスの貸し出しをしております。ですから、祭りのときにはこのコミュニティバス以外の

バスもありますんで、そういったものを自由に使っていただくようにはお願いいたしております。 

 バスのＰＲなんですけども、当然今から、本格運行に向けて周知を図らなきゃいけないわけな

んですけども、やっぱりいろんな意見がありまして、夜７時半からの会議で終わって懇親会があ

るときにはそれに間に合うような路線、要するに時刻を設定してくれとかいう話もあっておりま

した。ただ、なかなかそれだけのためにというのが難しゅうございますので、検討課題というこ

とで今後検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  ひとつ、ＰＲの件でございますが、どうしてもバスのダイヤがわからない

と利用することが難しゅうございますので、できればちょうどカードぐらいの大きさに、裏に路

線もこう入れて、色違いで。そして、５路線のダイヤ表か何かをつくって、役場とかアザレアと

か、そういったところで利用者の方には配って、そうすると、それをちょうどこのバスがあると

いうことになるかもしれませんので、そういったＰＲ方式も考えていきたいというふうに思って

おりますし、コマーシャルについては、先ほど課長が言いましたように、極力そういったコマー

シャルを載せることによって、収益を上げていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  今村議員。 

○議員（９番 今村 桂子）  いろんな御意見をいただきました。本当に既得権のある中で御苦労

をされて、できる限りこれからも利用者の利便性のため、また、利用者増を図るために御努力を

いただきたいと思います。そして、今町長が言われたようなカードがありますと、非常に私たち

も、「あ、この時間にあるんだな」というのがわかり、また乗りたい気持ちになると思いますの

で、その辺の広報活動のほうもよろしくお願いをいたします。 

 以上で質問終わらせていただきます。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

○議長（三  良人）  ここでお諮りをいたします。暫時休憩をしたいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩いたします。再開を１０時

２０分といたします。休憩に入ります。 

午前10時08分休憩 

……………………………………………………………………………… 
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午前10時18分再開 

○議長（三  良人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ２番、百田輝子議員。 

○議員（２番 百田 輝子）  おはようございます。議席番号２番、百田輝子です。 

 通告に従い、雇用対策の質問をいたします。 

 今日、長引く不況の中で、住民の方々の雇用、収入源の不安がますます深刻の度を増していま

す。ことし１０月時点での国勢調査では、須恵町の労働人口１万３,３３９人に対して、完全失

業者数は１,０４６人となっており、全国平均が４.５％に対し、須恵町は７.８％です。 

町民税の税収状況はどうなっておりますでしょうか。また、古賀市、志免町は雇用対策の取り

組みをしています。古賀市では市民の就労を支援するため、古賀市無料職業紹介所を開設されて

います。須恵町では緊急雇用対策事業を実施してありますが、現在の実施状況はどうなっていま

すか。また、須恵町にも古賀市のような取り組みがぜひ必要だと思いますが、町長はどのように

お考えになりますでしょうか。 

 以上、御答弁をお願いいたします。 

○議長（三  良人）  まず、今泉総務課長に答弁を求めます。 

○総務課長（今泉 俊裕）  最初に私からは、現在の緊急雇用対策事業の実施状況についてお答え

をいたします。 

 本町におきましても、現下の雇用失業情勢にかんがみ、辞職を余儀なくされた非正規労働者、

中高年齢者等の失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用、就業機会を創出、提供するために、

緊急雇用創出事業、臨時特例基金事業の補助金を活用して、平成２１年度から２３年度まで、

３カ年にわたりまして、まず緊急雇用事業として事業費ベースで４,９７０万円、それから医療、

観光、地域社会雇用、教育、研究の分野等の、いわゆる重点分野雇用創出事業として、事業費

ベース４,４３０万円、合わせて９,４００万円に上る雇用対策事業を行ってまいりました。 

 詳しい中身につきましては、御存じの事業もあるかとございますが、新たに雇用創出のために

新規の事業を立ち上げるということと、通常の平年の予算ではなかなか手が届かないところでの

事業費の追加事業というふうな、さまざまな事業を行っております。まず、固定資産台帳のマイ

クロフィルム化、あるいは固定資産家屋全棟調査事業、それから、公園関係として皿山公園の遊

歩道整備、それから町有地樹木の整備事業、それから、須恵川護岸草刈り整備事業、東中学校運

動場芝生化の事業、それから、行政公文書館の文書搬出整理事業、それから、通常の事務的な補

助として臨時職員の雇用事業、あるいは教育関係では学校図書館システム構築事業、保育施設整

備事業、それから、民俗資料館関係で、考古学資料のマイクロフィルム化とか、いうふうな事業

の中身でございます。 
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 以上合わせて３カ年、９,４００万に上る事業費の結果、これを実施しております結果、延べ、

今のところ１２３人の新規雇用を生み出しておりますことを御報告申し上げます。 

○議長（三  良人）  次に、中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  百田議員にあっては初めての質問ということで、また応援団も後ろにおら

れるようで、若干緊張されているんじゃなかろうかというふうに思っておりますが、数値につい

ては今総務課長のほうから答えましたとおりでございます。 

 議員、本当に質問のように、今犯罪が非常に多くなっております。ほとんどの犯罪者、無職な

んです。仕事がないっていうことから、犯罪に走っておるというのが状況でございます。確かに、

やっぱり仕事を持たせるっていうことが、いかに世の中の、景気だけじゃなくて、安心・安全に

も大事なことではなかろうかというふうに思っております。 

 ２３年度の税収ということでございますが、まだ決定しておるわけじゃないわけですけれども、

町県民税、いわゆる町民税です。これについては、若干下がるようでございます。年間しまして、

３,７００万円程度ぐらいは下がるんではなかろうかという見込みをしております。しかしなが

ら、法人税につきましては、１,５００万ぐらい上がるんではなかろうか。これは、いわゆる麻

生政権の最後の地域活性化の交付金、その補正予算が効いて、企業は何とか食えていったんじゃ

なかろうかと。しかし、その収益が出るまではあまりない。だから、社員に応分のその負担をし

ていくことができないんじゃないか、国家公務員は７.８％ですか、給料下げると言いながら流

会して決定をしないと。結果的に給与が上がったっていうことでございますが、地方公務員は人

事院勧告をのみましたので、４月にさかのぼって給与を削減するということで、今回地方公務員

は相当額下がったという状況でございますし、そうしますとやはり収益も下がってくるというこ

とになるんではなかろうかというふうに思っております。 

 いわゆる雇用に対する担当っていいますか。本町においても、昭和４８年ぐらいに企業誘致、

原田昇町長のとき企業誘致をされて、今新原工業団地といっておりますが、あそこＢ団地という

ことで、反対側はＡ団地、それから平原工業団地ということで、企業を誘致して活性化しようと

いうことで思いつかれたわけでございまして、あおば会館という建物、下が図書館に今しており

ますけれども、そこはいわゆる新規企業で参入された方々と町民との交流の場ということで、い

わゆる企業に補助金がいった分を町に全部拠出するということで、合わせてあおば会館というの

を建てたわけで、交流拠点としてあれを建てたわけです。それが４９年に完成をしたわけでござ

います。その当時、クラスでいけば課長補佐級の方と思うのですけども、その方が雇用相談とい

うことで窓口を設けて、そしてあおば会館のほうで職務についておられました。その当時から、

町内今７７、企業があるわけですが、組合員が、その人たちが須恵町企業組合というのをつくっ

ていただいて、現在も活発に活動していただいておりますし、町にも相当の支援をしていただい
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ておるわけでございます。 

 企業の事業所数としては、糟屋郡内で須恵町は断トツ多いんです、事業所数からすれば。収益

からすると久山とか宇美とかあまり変わらない。ということはいかにその久山、宇美は大きな企

業が進出してきておるかということになろうかと思いますが、事業所数としては多い。そういっ

たことで、法人税は落ち込まなかったということでございます。雇用促進につきましては、古賀

市のほうはいわゆる民間に委託をさせて約１,０００万円のお金をかけて、そういう斡旋ってい

いますか、企業マッチングという、職業紹介あるいはキャリアカウンセリングということで、就

職の指導を無料でやられているということでございます、志免町にも窓口を設けております。志

免町は６０万円弱ぐらいの年間予算だというふうに聞いておりますが、やっております。だから

本町では商工会の５８０社、５８０社と企業クラブの７０、ほとんど８割ぐらいは双方に入って

おられる方たちがおられるわけですが、そこと、いわゆるホームページ等も共有しながら、情報

の交換をしながらやっていきたい。きょうも商工会の女性部の方と思いますけれども、傍聴に見

えられておりますが、非常に今役場といい関係にありますので、そういう情報をお互い共有しな

がら、そして町民にその情報を発信していこうという考えを持っております。特に、今やろうと

しているのは企業誘致っていうのはまちづくり課が主に携わっておりまして、商工会の振興につ

きましては建設産業課がやっておるわけですが、現在、志免須恵線の延長線で、いわゆるぼた山

のところからＥＴＣの入り口までだと１.１キロ県の事業でいただいておりますが、２５年度

４月にオープンするわけですが、今のところそういったところで、赤坂地区といいますけれども、

あそこに企業進出のお問い合わせが非常に来ておると。今も、赤坂地区組合というのがあって、

活動しておられますけれども、若干もう年代もたちましたので、世代交代も含めて、今回新たに

赤坂地区のいわゆる事業組合といいますか、そういうものをつくりまして、町が窓口となって、

その辺の企業誘致、虫食いにならないように企業誘致を進めていきたいというふうにおもってお

るわけでございます。 

 就職につきましては建設産業課がやっておりますが、今後町のほうで一本化した窓口を設けて、

しっかりした係を置いて、町民の方々にも広報、ＰＲが十分できるような形でやっていきたい。

それで、役場に来れば役場でわかる。役場でわからなければ商工会に行っていただければ、商工

会のほうでも窓口としてきちんとやってもらう。それから企業組合のほうもやってもらうという

ことで、これから建設産業課中心に、そういった三者との御相談に入りたいというふうに思って

おります。それと、完全失業率という話がありますが、これは３つの条件があって、いわゆる

１週間調査をするわけですけど、その調査中に何にも仕事してなかったという人たちが入ってく

るわけです。それから、仕事があればすぐにでもついて働きたいという人、それから、いわゆる

その間就職活動をしておったていう人たちが合わさって、完全失業者ということになるわけです。
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先ほど議員仰せのとおり、全国平均は４.５で、須恵町は７.８もあるわけでございます。粕屋地

区で１番多いのは、志免町が８.２％。どうしても、都会の人たちに完全失業率いうのが多いの

です。どういうわけかわかりませんけれども。だから、働きたいと思って働けないというのが都

会側に大いし、田舎のほうっていうのは働き口がないから、当初から働こうという気持ちがない

のかなと、だから完全失業者の数に入らないのかなと。だから、福岡県では旧産炭地ですね、こ

こも産炭地ですけど、が非常に高い。医療費と一緒です。医療費も旧産炭地が特に高い。すると

完全失業者も旧産炭地が高いというところでございますし、しかしながら福岡市、北九州市より

も須恵町が若干高いということは、何らかの対応をしなければならないということでございます

し、いわゆる１５歳以上の人たち、働こうという意欲を持った人たちが何らかの形で働きに出ら

れるような努力っていうのは、今後とも町としてやっていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  百田議員。 

○議員（２番 百田 輝子）  前向きに、今御検討いただいているところで、社会の安定の場とは、

まずなんといってもやはり、雇用の場があるということです。一地方自治体である須恵町が、雇

用対策とか労働対策に対してできることっていうのは、先ほど町長がおっしゃられましたように、

かなり限られておりますけれども、雇用の確保とか雇用の喪失について、できる限りのことは今

後もしていかなければならないと考えています。 

 また、雇用を考えた場合、企業誘致は、先ほどおっしゃられておりましたが、商業、特に人を

使うサービス業を支えていくことも大事な施策となります。そういう意味では、駅周辺の再開発、

駅の改良などの基盤整備には力を入れないといけないと思いますし、地元商工会と協力して、商

業の活性化策を展開していかないといけないと思っております。今も、かなり活性化対策につい

てはやっておられると思いますが、どうぞ今後こちらも御検討いただきたいと思います。 

 以上で、質問終わらせていただきます。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

○議長（三  良人）  ３番、松山力弥議員。 

○議員（３番 松山 力弥）  おはようございます。私も議員になり初めての質問でございますけ

ども、４人の中で私が１番最後になりましたので、とりあえず緊張はしとりますけども、よろし

くお願いいたします。 

 通告に従いまして、質問させていただきます。 

 須恵町では、町全体にあいさつが飛び交う町になるようにとオアシス運動を推進しております。

オアシスとは、「おはようございます」「ありがとうございます」「失礼します」「済いませ

ん」という意味があります。各行政区には、オアシス通りを設置しており、幼児から高齢者まで、
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このオアシス通りを中心にあいさつを交わすことにより、須恵町の住民の輪が広がっていくこと

を期待しています。 

 漢字で書く挨拶の「挨」には、心を開くという意味、「拶」にはその心が近づくという意味が

あるそうです。つまり、あいさつとは、自分の心を開くことで相手の心を開かせ、相手の心に近

づいていく積極的な行為なのです。このように、あいさつは人間関係をスタートさせるためのコ

ミュニケーションの基本といえます。しかし、このオアシス運動、庁舎内では実施されておるの

でしょうか。 

 私は４月に議員となり、役場に来る機会もふえましたが、あいさつの下手な職員が多いことが

気になります。横を通りすぎ、こちらから「おはよう」と声をかけ、やっとあいさつをする職員、

また、目を合わせても知らぬふりをする職員がいます。相手が議員だからどうこう言っとるわけ

ではありません。住民、業者、すべての来庁者へのあいさつ、接遇のあり方を危惧しているとこ

ろです。社会人なら、あいさつができて当たり前です。あいさつの仕方によって、常に自分や町

が評価されていることを忘れてはいけません。今、社会情勢は厳しく、公務員である役場職員へ

の視線はとてもシビアです。職員の職は時代の流れを踏まえているでしょうか。たかがあいさつ、

されどあいさつ、こんなところから職員のコミュニケーションの意識改革をされたらどうでしょ

うか。町長は、よく「まちづくりは人づくり」と言われます。まずは、この町をよくするも悪く

するも、町の職員の資質だと考えます。職場内でのコミュニケーション、そして住民とのコミュ

ニケーション、そこがまず、まちづくりを始めるスタートラインではないでしょうか。 

 お尋ねします。１番目に、庁舎内では、オアシス運動は実践されていますか。 

 ２番目に、地域でのコミュニケーションはどうですか、すべての職員は地域の組合に加入はさ

れていますか、また、町、区、コミュニティ、体育協会主催行事に職員は積極的に参加されてい

ますか。 

 ３番目に、職員のコミュニケーション能力の向上の取り組み、人材育成の取り組みは行われて

いますか。町長に御答弁お願い致します。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  後ろにいっぱい応援団がおられます。さすが商工会の副会長だなというふ

うに思っております。初めての御質問ということでございますが、お答えをしたいというふうに

思っております。 

 公務員に限らず、人間として、おっしゃるようにあいさつっていうのは、いわゆる人間関係の

始まりであって、１番基礎中の基礎であって、大切なものであるわけですが、本町においては、

朝毎日朝礼をいたしております。私が職員になったころから始まっておりますので、４０年ぐら

い、朝から朝礼があっておりますが、その朝礼に行くときに、私も今日です、階段下りていって
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おりまして、松山議員の質問がありましたので、どうかなと思ったら、いつもあいさつせん男が

ちょうど来まして、「おはようございます」と言いましたら、しませんでした。私に対してでも

しません。そういう職員が四、五人おります。現在百、当初は１７５人職員がいましたけども、

今実質１４５人ぐらいしかおりません。３０人ぐらい人員を削減して、この財政難を切り抜けて

おるわけですが、その中に四、五人は、おっしゃるような者がおります。あと残りは、あいさつ

をこうされれば返すというような者もいますが、ただ、自律神経失調症的な、いわゆる対人恐怖

症っていいますか、そういう子も若干おりまして、人と、初対面の人にどうしても、何て言いま

すか、コミュニケーションが取れない子もいる。ていうのはわかります、見ておって。今日も朝

から不愉快な思いをしたことを、松山議員も同じようなことを思われたんだろうというふうに思

っておるわけでございますが、しかしながら、電話の、今応対については、かける側も何々課の

何々ですということを言っております。かかったほうも何々課のだれだれですということで、若

干それは浸透してきたかなというふうに思っておるわけでございますが、常々、課長会でも話し

ておりますし、課長のほうからそういう話題になった子には、直に指導をしておりますけれども、

なかなか直りません、どういうわけか。育ちの問題なのかなというふうに思うわけですが、あい

さつぐらい、人にあいさつして減るもんじゃなかろうと私は思っておりますけれども、しません。

目が合うてもしません。そういう子は確かにいます。それだからといってその人を辞めさせると

いうことにはつながりませんので、それは非常に難しいところでございますが、ただ、いわゆる

あいさつに関する研修っていいますか、職員のコミュニケーション能力をつけるための研修とい

うのは、ここに資料もらっておりますが、平成１２年に人材育成基本方針というものを策定しま

して、平成２０年に職員研修基本計画というのが立てられまして、それには求められる職員象と

して、ということでございますが、いわゆるパブリックサーバントっていいますか、全体の奉仕

者としてコスト意識を持って行動するという職員と、それから、町民の目線で考え、実践できる

職員をつくろうと、確かな時代認識に立って、制度や政策を企画、立案し、責任を持って実行で

きる職員であってほしいと。それから、既存の制度や慣習にとらわれることなく、常に幅広い視

点から柔軟に改革のできる職員をつくる。以上、この５点について、いわゆる職場研修、あるい

は職場外での研修もやっておるわけでございまして、職場内研修においては、接遇の研修を全職

員対象に２日間。それから主事級、階級があるわけですが、主事という階級がありますが、

２１名おるんですけども、６回開催をしております。それから情報公開、個人情報保護研修とい

うこと、これは若干仕事に関わる研修ですが、これも全職員に対して研修を行っております。そ

れから、職場外の研修につきましては、新規採用職員が職員研修所に前期、後期ということで

１４人やらせました。これは、新規だけに限らずほかの職員も含めてですが。それから階層別研

修で、一般職、係長職、管理職で研修をやっております。それから、専門職研修として、協働
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パートナーシップ研究、あるいはカウンセリングマインド研修というものをやっておりますし、

また、近隣市町村間での職員研修、新宮町とか久山町あたりとの、いわゆる企画、創造力アップ

研修とかいう形で、それぞれ研修に当たっておりますが、仰せのとおり、なかなか研修が研修で

実をつけない職員もおって、私どもも困っておるような状況でございます。オアシス運動につき

ましては、次の藤石議員ともダブりますので、その時点でお答えをしたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（三  良人）  松山議員。 

○議員（３番 松山 力弥）  今、町長御説明ありましたけども、性格もあろうと思いますけれど

も、我々も今説明を受ければ、この人はちょっとあいさつが苦手なんだと、辞めさせるわけいか

んと、それは辞めさせるわけいきませんけども、住民とか、やっぱり来庁者の方は、全くそうい

うこと関係ありませんから、そういう支障のないように、須恵町の品位を落とさないように、そ

れくらいの程度の礼儀、作法はしていただきたい。町長が指導するでもなく、本来ならば本人が

身につけていなければならない常識なことでありますけども、そこら辺は各課長にお願いして、

再教育をしていただきたいと思います。 

 私は、校区コミュニティの立ち上げ当時からかかわっていますが、担当職員、消防団以外の町

職員の参加が少ないことも、また気にかかります。この校区コミュニティは、町長が公約的にま

ちづくりの柱に位置づけている事業だと私は思っていました。町長が推進しているこの事業に、

職員の参加が少ないのはどんなものでしょうか。少しだけ、御答弁をお願いします。 

○議長（三角 良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  答弁を忘れておりましたが、いろんなスポーツ大会、地域の行事とか、そ

ういうものには極力出たり、あるいは運営にあたっていただくということで、運営にあたる場合

についてはボランティア出勤ということで、無給で出ていただいて、郡内の各町よりもそれは徹

底していると自負をしておるところでございます。今回、地域懇談会も、全職員どこかの会場に

いけということで、多分、それぞれの地元の地域で、研修会に参加をさせていただいたというふ

うに思っておりますが、組合の加入については加入していない職員は２人おりました。１人はし

かたがないっていいますか、その組合全体でいわゆる、区から脱会したということでございまし

て、でも本人だけはいいだろうということで、それは極力言っておりますが、その子は消防団に

は入っております。そういう子もいます。もう一人おりますけれども、それは課長のほうにも言

っておりますので、何とか入っていただく。何か地域の組合の中で嫌なことが、お母さんか何か

であったといことから、もう入らないということですから、これも本人だけは入っていただくと

いうようなことで何とか努力したいというふうに思っております。地域の行事の参加については、

極力出れという指導しておりますが、このごろ町外の職員も結構おりまして、なかなかそういう
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面があれですが、しかしながら、ボランティア出勤、運動会があってあるときには運動会の運営、

それから駅伝についても全職員ボランティアで出ておりますし、結構ボランティア出勤ていうの

は、うちの職員はしているつもりでございます。 

 以上で終わります。 

○議長（三  良人）  松山議員。 

○議員（３番 松山 力弥）  その組合の入ってない方には、いろいろ事情はあると思いますけど

も、例えでいいますと、あまり酒飲まない、全く飲まない人でも酒飲みの会に入るとか、そうい

うこともありますので、そこら辺はお願いして、各区で今組合加入率が低いと悩んでいるところ

でございますので、そこら辺もよろしくお願いいします。 

 また、一昨日アザレアで行われました、体育協会４０周年の式典でも、式典の場合は、人間が

多かったですけど、若田部さんの講演になりますと、人間も減って寂しくなかったかなと思いま

すけども、これも４０年に、体育協会会長じゃございませんけど、４０周年は４０年に１回しか

ありませんから、そこら辺も、町の職員たちも１町民として、参加をお願いして、多かったらよ

かったかなというふうに思っております。 

 この前から、まちづくり課を中心に１０月、１１月にかけ、各行政区を訪問したまちづくり懇

談会が実施されました。須恵町第５次総合計画策定を契機に、町が進める、まちづくりの方向性

を住民の皆さんに伝える積極的な声だと思っております。町のやる気を見せるよい機会ではなか

ったでしょうか。その懇談会での町の説明の大きな柱に、協働のまちづくりがありました。住民

と町との協働。協働とは、地域社会で活動するあらゆる人々がさまざまな分野、局面において知

恵を出し合い、お互いを高め合いながら公共課題に取り組むことです。その基本となるのは、お

互いの信頼関係、それを確立するのは、まず道徳の一環として、コミュニケーションをとってい

ただきたい。いつでも、どこでも、だれとでも、自然とあいさつができ、コミュニケーション能

力の高い職員の育成を一歩進んで、今の時代が求めている町職員としての人材育成を望むところ

です。私たち議員も職員も、常に住民から注視されていることを忘れてはいけません。今回、コ

ミュニティのこと、またコミュニケーションのこと、あいさつのことで私も質問しましたけれど、

再度同じ質問をさせることがないように、町長を初め幹部の方々の手腕を期待します。そして、

協働のまちづくり、魅力あるまちづくりを目指し、行政業務に邁進していただきたいと思います。 

 以上で、私の初めての質問を終わらせてもらいます。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

○議長（三  良人）  １３番、藤石豊議員。 

○議員（１３番 藤石  豊）  １３番議員、藤石豊でございます。今回最後の一般質問になりま

した。 
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 私は今回、オアシス運動を問うという質問を、中嶋町長、平松教育長、御両人に答弁を求めた

いと思います。 

 非常に質問しにくいんですけど、再度質問をさせないようにという松山議員の質問があったの

で、非常に質問しにくいんですけど、今議会から初めて一般質問が９時から実施されることにな

りました。画期的なことだと思いますし、今後も続けていきたいな、議会としてもそう思ってい

るところでございます。そのおかげをもちまして、昼からだったんですよ、実をいうともう昼に

なるんです、１時間遅れで。午前中にさせていただく喜びを、今しっかりとかみしめているとこ

ろでございます。 

 まず最初に、先ほど質問されました同僚の松山議員と重複する質問になりますので、いわゆる

国会でいう関連質問という形にさせていただきたいと思っております。なお、事前通告に関係の

ない質問があった場合は、その旨通告がなかったので答えられないという答弁で結構でございま

すので、よろしくお願いいたします。 

 ことしの４月の選挙後、６月の定例議会、９月の定例議会と２回一般質問をさせていただきま

した。今回が３回目の質問となります。 

 ６月は「震災の教訓を生かそう」。３月１１日の東日本での災害の後の質問でありました。

９月は「地域の特性を生かしたまちづくり」、そして今回はオアシス運動。３回の質問は、私が

選挙公約、いわゆるマニフェストとして掲げていた一つに、これからのまちづくり、町の活性化、

地域おこしの実践をあげていました。まさに、そこに大きなかかわりのないようですけど、一つ

の関連性、コンセプトがあると思っております。それを踏まえながら、答弁をお願いしたいと思

います。 

 震災後に、人と人とのつながり、関わり、絆の大切さが見直されております。先ほどもありま

したように、ことしのことばでいうと「絆」、まさにそのとおりではないかなと思っております。 

 須恵町が推進するコミュニティの重要性を、改めて今実感しているところでございます。そこ

で、オアシス運動の最初の取り組みとして、平成２１年７月、今から２年前ですけど、ちょうど

広報紙を持ってきております。７月号から１０月号までの広報紙で４回にわたり、オアシス運動

を実践しようというシリーズで発信されているみたいです。それが今回のあいさつ運動の取り組

みのはじまりではないかなと思っております。しかし、この広報紙の中に、実をいいますと、

「オアシス運動は今から２６年前に取り組まれています」と書かれています。いわゆる昭和

５６年の３月くらいから、オアシス運動は実をいうと始まっております。約３０年間、もうすぐ

３０年、何か定着してないような気がして、質問をさせていただいているのです。３０年間もや

っておきながら、まだ私が、松山議員も質問されました、質問すること自体が、私が悪いのか、

この運動が悪いのか、きちっとしたいなと思って、質問をさせていただいているところでござい
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ます。 

 そこで、今回の質問の大きな柱５つの項目として、１つ、あいさつ運動の取り組みはいつごろ

から実施されているのでしょうか、私が今答えたとおりです。もし間違っていたら、どうぞ訂正

してください。 

 ２番目、須恵町の小中学校５校ありますけど、これでのオアシス運動、あいさつ運動の取り組

み、状況はどんなであろうかということです。このことは、須恵町の教育政策要綱の中で、心の

教育をとおしてオアシス運動の実践からまちづくりを始めようということでうたっております。

校区コミュニティとの関連がありますが、子供たちの状況をお聞かせいただいたらと思っており

ます。 

 ３番目に、あいさつ通りの数と場所指定、これはもう既に手元に資料が届いております。以前

から資料を揃えていただいとったのでしょうけど、準備していただいた関係各位に感謝と御礼を

申し上げます。答える必要はありません。 

 ４番目、町内の企業や商工会との連携はどんなふうに考えてあるか。先ほどくしくも、町長は

商工会といい関係にあると、私はいい関係だと思います。もっといい関係になってほしいなと思

っておるところでございます。これは、校区コミュニティや行政、それぞれの各種団体だけでな

く、町をあげて取り組む姿勢がもう一つたりないんじゃないかな、いうのを感じております。一

つはＰＲ不足だとも思っております。私は、それは町長や教育長、あるいは職員の基本的な考え

が住民に伝わってないんではないかなと思っています。きちっとした伝達方法、あるいは、今Ｏ

Ａ化が進んでおります、インターネットだとか。新しい方法を考え出してはいかがなものでしょ

うか。 

 ５番目、これも先ほど松山議員の質問で答弁をいただいたとおりでございます。それじゃちょ

っと寂しいので、それに関連した質問をしたいと思います。したいというよりも、実はここから

が私が今日質問したかったことなのです。だけど通告してないもので、ひょっとすると答えてい

ただけないかもしれません。それでもいいです。 

 １つは、須恵町の役場のあいさつも含めた対応です。以前は実施されていたのですけど、現在

は実施されていません。それは何かというと、先日、各町に行ってまいりました。どこかわかり

ますか。宇美町です。これは、志免町、正解です、志免町です。これは、粕屋町です。どこもイ

ンフォメーションがあるのです。案内所があるのです。そこで、何がいいかというと、私たちが

行くと、最初にちょっとお断りしておきますけど、個人情報がありますけど全部了解をとってお

ります、この方たちには。了解をとって、撮らせていただいています。何が１番、行くとおはよ

うございます、こんにちは、笑顔で答えてくれるのです。こんなに嬉しいことはありません。こ

れが１番だと思いましたので、あえて５番目の項目プラス１を今日はさせていただいたわけであ
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ります。このことは、確か以前ありましたよね、カウンターが。再度、今まさに町民からいろん

な苦情だとか、ニーズが多様化しているといいますか、それに応えるためには、こういうインフ

ォメーションみたいなのがあって、にこやかにおはようございますという声をかけていただいた

ら、住民の人も、ちょっと苦情や文句を言いに来たのに、やめたって言って帰られるかもしれな

い。そういうことも多々あるのではないかなと思っています。役場の機構改革が本当になされて

います。非常に素晴らしいことで、我々も称賛するに値すると思います。もう一つ初心に返って、

このインフォメーションを設けていただいて、あいさつ運動の徹底を図って、提案をさせていた

だくところでございます。多分答弁が非常に答えていただいた部分もありますので、しにくいか

と思いますけど、わかる範囲で答弁をお願いいたします。 

○議長（三  良人）  まず、平松教育長に答弁を求めます。 

○教育長（平松 秀一）  藤石議員におかれましては、特に私も皆さんの前でお話したいことを質

問していただきまして、本当にありがとうございます。 

 若干質問事項５点あげていただいたのですけども、その前に、本日傍聴の方もいらっしゃいま

すので、なぜあいさつ運動なのかということを若干触れた上で、質問点にお答えしていきたいな

と思います。 

 先ほど議員御指摘のとおり、平成２１年の６月議会において、私の、確か１回目になるのかな

と思いますけども、教育施策についてお話を申し上げた。その段階で、教育施策について今後

１０年間は変えたくないと、心の教育でいきたいと、感動する心の教育、感謝する心の教育、共

感できる心の教育をやっていきたいと。それの具体的施策として須恵町教育振興基本計画を、

１０年計画を立てて、中長期、５年と１０年目に本議会のほうに報告を申し上げたいということ

で、今現在取り組んで３年目に入っているということです。この心の教育の具体的施策の１つと

して、確かにこのときも御説明申し上げたと思いますけども、オアシス運動に取り組みたいとい

うことで議員各位にお願いしたんじゃないかなと思っております。 

 当町においては、先ほど議員御指摘のとおり、教育基盤については、昭和４０年代、早くは

３０年代からですけども、実際４０年代の中盤以降から社会教育を中心に教育基盤は構築され、

今現在に至っていると私は考えております。ですから、教育問題については、教育改革というよ

りも、須恵町の場合は教育再生、今現在あるシステムを再生しさえすれば、須恵町の教育という

のは成り立つのだというふうに考えて、安心して住める町、住んでよかったと思える町、並びに

「子育てと老後は須恵町で」という、町長が良く申される須恵町のまちづくりの推進、生涯学習

のまちづくりの実現に大きく近づくと考えております。その１つがオアシス運動であるというふ

うに考え、今現在も取り組んでいるような状況でございます。 

 質問事項に対してでございますけども、１番のあいさつ運動の取り組みについては、本町のあ
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いさつ運動は、これ昭和５８年、６年ではなくて５８年のオアシス運動として始まっております。

明るく住みよい地域をつくるにはまずあいさつが大切として始められたものでありまして、その

後、先ほど議員のほうから御説明ありましたように、平成２１年の６月議会において、オアシス

運動の復活を御説明申し上げたという経緯がございます。今現在、取り組みとしまして、平成

２３年の９月オアシス通りのロゴマークを募集して、来年度からの事業としてオアシス通りを設

置していただいておりますので、その道路にそのマークをプリントして、何らかのイベントを公

民館長であります、教育次長、安河内次長を中心に、社会教育として取り組んでいきたいと、来

年度以降考えております。 

 また、福岡県においても、ポスターや作文などの作品を募集し、寄せられた作品でカレンダー

を作成して啓発に努めております。何かこのごろ議員御指摘のとおり、ここ一、二年ですか、あ

いさつ運動やりましょうよということを、県とか、福岡県の教育事務所も言いだしたんですけど、

これももう須恵町が既に御指摘受けたように、３０年以上前からやっていることを県が新たに取

り上げだして、ほかの町もまた再生しだしたのかなという気がしております。この運動につきま

しては、県とも連携しながらこの運動を広げていきたいなと考えております。 

 ２点目の小中学校の取り組みの状況でございますけども、第一小学校におきましては児童運営

委員会、今６月にあいさつ運動習慣ということで義務づけて、児童が自ら運営しながらやってい

ると、始業式、全校朝礼で指導をやり、全職員の共通理解を図っております。登下校の見守りの

ＰＴＡにも呼びかけをお願いしているところでございます。第二小学校につきましては、これも

児童運営委員会でございますけども、あいさつ運動、これおもしろいんですけども、１日に何人

という目標を各クラスで設定してこれに取り組んでいると。第二小学校に行っていただくとわか

るのですけども、これもうせわしいぐらいあいさつします。忙しくてこちらがばたばた上がって

いるのに、あいさつするまでずっとやっているというふうな状況で、非常に第二小学校の場合、

取り組みが活発化されているのかなと思います。後期の全校朝会のときに見守り隊のお話、第二

小学校は登下校、各地区もそうなんですけども、見守り隊の人に紹介する中であいさつしていこ

うよというようなことで、必ずやっております。参観日等については、保護者をとおして呼びか

けをやっていると。 

 第三小学校については、年間指導目標の中に重点指導としてあいさつ運動をあげております。

特に小学校３校に行かれたらわかるかと思いますけども、非常に学校内ではあいさつをしている

と。ただ、ここ一、二カ月校長会の中で私が言っているのは、学校内ではあいさつするけども、

登下校のときにあいさつしない子がいるよ、ということで、その点についても指導をさせており

ます。 

 今現在、個人的な話ですけども、車で通勤せずに歩いたり、自転車で通るのですけども、メイ
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ンの、ちょうどミニストップのところから歩いていると。最初は、私がおはようございますと言

うとおはようございます。最近は立ち止まって礼をしてあいさつする。ですからやはり、大人が

率先垂範して子供にしてみせるということは非常に大事なことなのかなと思っております。たま

に、大人の人にあいさつすると不審者みたいな顔されるのですけども、それでも何回か、朝の通

勤時間帯でございますので、あいさつしていると、この人はあいさつする人だなということで、

最近はにこっと笑って向こうからあいさつしていただけると、やっぱりこのあいさつというのは

非常に大事なことだなと思っております。 

 須恵中学校におきましては、毎朝あいさつ運動、これは見かけられた方もいらっしゃるかと思

いますけども、校門と、ちょうど体育館側に生徒会が一緒に朝立って、学校の先生と一緒に立っ

ておはようございます、ということでやっています。非常にこの効果が須恵中学校、二、三年前

に本当に議員各位に御心配かけたのですけども、授業風景も見に行かれたらわかると思いますけ

ど、非常に落ち着いた状況になっております。やはりあいさつ運動の取り組みから始まったのだ

ろうなというふうに考えております。 

 須恵東中学校については、毎朝、とにかくあいさつ運動をやろうということで、学校について

は取り組みをやっていると。 

 先ほど、３点目としてあいさつ通りの数と指定場所については資料配布しているから説明はい

らないよということだったのですけども若干、資料の中で御覧いただくと、乙植木が看板設置の

とこ記入がなされておりません。これ、あいさつ通りは指定していただいております。今、看板

設置を地元区のほうと社会教育のほうでやっていると、来年度中にはここも１で埋まるというこ

とで、実際は４３カ所ということになりますので、御了承いただければと思います。 

 それと、４点目の企業や商工会との連携につきましては、確かに議員御指摘のとおり、今現在

まだその段階までは至っておりませんで、今現在は各行政区とか、学校、社会教育団体との連携

を主にやってきております。町の広報紙につきましては、議員御指摘のとおり、平成２１年の

７月から１２月までを１回目として啓発をやっております。御指摘のとおり、来年度に向けては

道にロゴマークも入りますし、商工会のほうにおいては、農っ工ら商とかいろんな形の新しい力

で町を活性化させようという動きも出ておりますので、その辺りとも商工会の役員の方々ともお

話したりとか、企業クラブの方々とお話しする中で、あいさつが飛び交うすばらしい町にしてい

きたいと、来年度に向けて社会教育を中心に、学校教育も乗っかりながら頑張っていきたいと思

います。 

 ６点目の、役場あいさつ対応、総合案内所につきましては、私がしますと言って予算をつける

立場にございませんので、町長の答弁のほうでお答えしていただきたいと思います。 

 以上でございます。 
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○議長（三  良人）  次に、中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  お答えしますが、詳しく教育長が答弁いたしましたので、省いてもいいの

じゃないかなというぐらいでございますが、いわゆる教育長の答弁の中にしてみせるという言葉

がありました。長岡藩っていうところがあって、その地域から出た偉い兵隊さん、いわゆる山本

五十六という人がおられますが、その人の言葉に、要するに人を育て人を導いていこうとするた

めには、「まずしてみせて、言って聞かせて、やらせてみて、後で褒めてやらねば人は動かん」

という有名な言葉があります。まず、我々がしてみせるというのが１番大事なことじゃなかろう

かと、だれだれにさせるというとかじゃない。その次にさせてみればいいわけであって、肝心な

ところは評価、その現在の正しい評価をどのようにするかということなんです。子供たちが、本

当に第二小学校に行って気持ちのいいあいさつをします。その評価をしてやると、褒めてやると

いうことから人は動き出すのです。だから子供たちは、地域ではなかなか難しいかもわかりませ

んけれども、学校の中では、本当に学校の中に来たお客さんということであいさつをします。こ

れが当然だろうというふうに思っております。昭和５８年に永島先生って１００歳で亡くなられ

ましたけれども、が公民館長で来られたときに、オアシス運動をしようということで、ちょうど

あおば会館ができたときでございまして、あおば会館のトイレの前にオアシス運動の小さな札を

立てて、それから始まったわけでございまして、平成２１年平松君が教育長になりまして、また

再度、あいさつが基本であるといことで、オアシス運動しようと。そしてそれが地域まで発展す

るようにオアシス通りを作ろうということで、今やり出したわけでございまして、３年を迎える

わけでございます。本当に、松山議員でもお答えしましたように、あいさつはやっぱり人と人の

コミュニケーションの基本、１番重要な最初のとっかかりであるわけでございまして、よりあい

さつというのは大事なものであるということ思っておるわけでございます。また、絆の話もされ

たわけでございますが、なぜ東日本、いわゆる福島、宮城、岩手にあれだけの絆が生まれたかっ

ていいますと、いわゆるあそこも会津藩という白虎隊が出たところの藩でございます。日新館と

いう学校がありまして、学校給食を１番に始めたという藩校があるわけでございますが、その学

校に上がるために、１０歳までの間にいわゆる組みをつくるわけです。七、八人の組みをつくる。

そこの中に什の掟というのがあるんです。人偏に十と、什器の「什」なんですね、什の掟と。い

わゆる７つの教えがその中にあるわけですけれども、それはまず、長幼の序だとか、最終的には

「ならぬものはなりませぬ」という教えがあって、そういったコミュニケーション、あるいは地

域の子供たちの共助の精神、共助っていうのは米沢藩の、宮崎から養子に行った上杉鷹山が教え

たところなんです。「自助・共助・扶助・公助」ですね、総務課長が言いました。そういう昔の

藩ですばらしいことが行われてきとった。それをやはり我々は知って、またそれを踏襲していく

というのは大事なことではなかろうかというふうに思うわけでございますが、ただ、やはりオア
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シス通りをつくったからみんながその通りの中であいさつするかっていうと非常にこれは難しい。

例えばの話、例えば、これをするとかいうことじゃないのですが、その通りに入ってセンサーに

引っかかれば、センサーが「おはようございます」とまず言うと。そして最後にその、何て言い

ますか、「ありがとうございました」でもなんでもいい、終わりになったら言う。橋に木琴でた

たいたら音がする曲があったりとかありますよね。そういうふうなものもつくったりすると、や

はりその区間でのあいさつというのは非常によくなってくるというふうなことだろうというふう

に思います。やらせる、やらせるということでは、非常に難しい部分があります。そういった模

範をする、これがやはり広報なら広報が行って、みんなが頭下げている第二小学校に行って、そ

れを載せて、第二小学校ではこのようにあいさつをしていいな、本当に新聞でも褒めるというよ

うなことっていうのは書かれないわけです。誰かが悪いことしたと、ほとんどニュースっていの

はそういうこと、誰かが良いことしたかっていうのが、これはもう大事なことであるし、私も教

育委員会に行ったときに、青少年指導委員会は犯罪の防止、防止っていうことで、悪人を引っ張

り上げて、全部これが悪いあれが悪いていう話だけであったんです。これではだめって。要する

に善行表彰、いいことをした子供を見つけて、この子はこういういいことをしたということを褒

めてあげなさいと、いうふうなことを言ってきたわけでございまして、これは言っていいか悪い

かわかりませんけども、親父さんはちょっとワルやったですけれども、子供は非常によかった、

人命救助した。だから東署まで行って表彰してくださいと、いうことで表彰までしていただいて、

本当にすばらしい子供に育っていったということがありますが、やはり山本五十六は言います。

「してみせて、言うて聞かせて、やらせてみて、後で褒めてやらねば人は動かん」ということ、

このことに尽きるんだろうというふうに思います。合併の問題にしてもそうです。合併の総括は

しません。なぜ総括しないか、悪かったからです。これは、いわゆる財務省が自民党の国会議員

を通じて合併させた。そのときに小泉内閣が、いわゆる地域をこらしめろということで９兆円も、

地域にやる予算を削ったわけです。それで財政がきつくなって、財政のきついところから合併し

ていった。粕屋はある程度の財政が豊かだった。産炭地は産炭地振興基金とか過疎債とかありま

したので、そこまでいかなかった。しかし、糟屋郡が合併すれば相当な勢いで、久留米よりも強

いような町になっていくというのは当然なんです。だから、粕屋を合併すればよかったんです、

糟屋郡は。ほかのところは合併したことが間違いなんです。そうゆうふうな、ちょっと話がそれ

ましたけど、そうゆうふうなこと、ＴＰＰの問題にしても同じことなんです。特に今、国の大統

領と各国首相が変わる年なんです、来年。アメリカでもロシアでも韓国でも北朝鮮、皆変わるん

です。だから今ＴＰＰの交渉を行ったって、絶対勝てるはずがないんです。我々の意見がとおる

はずがないんです。みんな自分が次、大統領になるための手前味噌的なあれをやっている、力で

それを結ぼうとして行っておるわけですから、そういった状況を見ながらもやっぱり考えていか
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なければならない。 

 ちょっと答えから大分それましたけど、申しわけないとおもっておりますが、それと、窓口の

一本化、これについても私は考えておりません。粕屋は窓口の一本化いうことで、総務省と一体

となって電算も改善しております。相当金がかかっています。私どもは電算にしても、広域的に

やろうということで、宇美・須恵・志免三町で、いわゆる電算の共同化、これは各自治体からよ

くそげんことができたねえと珍しがられますけれども、各町でやる分の３分の２ぐらいの予算で

できるようになります。粕屋は総務省がやるようなことで電算もしておりますし、窓口の改善、

だから今どき、いわゆる行政改革をやっていってスリム化していこうっていうのに課がふえたん

です。あれによって２つの課が。費用も相当ふえたんです。人数もふえたんです。私どもはそれ

はやらない。何のために朝、朝礼をやっているかって、きょう朝礼の話もしましたけど、あそこ

で各課の行事、どこどこからだれだれが今日視察に見えられますということで、私たまたま過去、

その来られるところの視察の対応にでたわけですが、そのときに視察者の方が言われました。お

宅は、職員さんにどういう教育をしてありますか、私どもが入ったら、「あ、今日はどこどこか

らの視察でしょ」と、４階に上がってくださいって、すぐ職員の方から言われましたと。そのた

めに私どもはやっているわけです、窓口で。みんながその日の事業を共有する、そういったこと

をやっている。ただ、粕屋町がやっている、あそこは住民異動がものすごく激しい、一つの窓口、

そこに行けば学校の問題とか水道の問題とか全部そこで終わってしまうわけ。それは確かに便利

になるわけです。そういったことはこれからもおいおい考えていかなければならないと思います

が、インフォメーションは考えておりません。 

○議長（三  良人）  藤石議員。 

○議員（１３番 藤石  豊）  まず最初に、昭和５６年と言うたの、これ５８年とやっぱり書い

ています。私がミスって写しかえるのをちょっと間違えた。 

 一昨日の先ほども話がありましたように、体協の４０周年の講演で若田部氏の話の中で、子供

たちに野球の指導するのは非常に大変なんだけど、何を教えているかっていうと、基本的には挨

拶をきちっとできることを教えよる。これなんですよね。だから挨拶は、その本質以前に大切な

ことだというのをしっかりと認識したつもりでございます。 

 それから、ついでなんで一言だけ言わせてもらいます。窓口を一本化しろとか言った覚えは一

言もありません。インフォメーションっていうのは、来た人が快く受け付けてくれたっていう意

味で先ほど見せたようにこういうカウンターが別個にありますよというのも言いました。これは、

改めてこういうきちっとしたカウンター作る必要ないんです。職員が、ちなみにこの方たちはみ

んな嘱託職員でした、聞くとですね。職員が、交代でもいいんです。午前中だけちょっと前に出

てきて、例えば粕屋町、その中身の改革のことはお金のかかることだから、私もあんまり言いま
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せん。粕屋町はこのときはなかったのですけど、以前、ぼた山協議会の会合に行ったときに、協

議会に行ったときに、法被をきていたのです。受け付けなんかいらないのです。法被を着て、こ

んにちは、おはようございます、と言っているのです。それが大事だっていうのをさっき言った

のです。それを、私の言い方が悪かったのでしょう。思いが伝わらなかったのでしょう。窓口を

一本化してコンピューターをどうのこうのせれとか、そう言ったつもりはありません。というの

が、私の言い方が、思いが伝わらなかったということは、私の言い方が悪かったということです

よね。そこの辺をちょっと理解していただいて、何もいらないのです。普通の職員の皆さんがき

ちっとして、あるいはさっき言ったように何か法被か何か羽織る、あるいはコミュニティのジャ

ンパーを着る、そして「いらっしゃいませ」「おはようございます」「こんにちは」「どちらに

行かれますか」「はい、２階です」「はい、住民課です」「１階です」「はい、４階です」

「３階です」それでいいのです。これがあいさつ運動の基本だと思って、質問をさせていただい

たところでございます。その辺は、もう重々おわかりいただいておりますので、もう答弁はいり

ません。今こそ、町長、教育長を含め、そして役場の職員の皆さんが、そして我々議員が、自ら

率先、垂範して、このあいさつ運動取り組まないと、もう一つ進展が見られないんじゃないかな

と思っております。質問終わりますが、最後に、今ちょっと頭に浮かんだ標語みたいのを言って、

質問とさせていただきます。「あいさつから始まる、始める、まちづくり」。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  ちょっと、藤石議員。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  私は、窓口を改正するとか何とか言いよった、インフォメーションに係は

置かないということを言ったわけです。インフォメーションは置かないと。窓口の改革とかいう

のは、それぞれ粕屋町とかいろいろやられました。しかし、今、財政的に非常に厳しいこの時期

に、そういうひとは置かない、そのために我々は全員集まって、１階で８時２５分から朝礼を行

っております。その朝礼の中で、みんな職員が知り合うということで、尋ねられたら答えられる

ということを徹底していこうということで言ったわけでございます。今、だれか職員がという話

ですけども、１７５人を、今１４５人に３０人も減らして、１７課あった課を１１課に減らした

わけですから、そういう余剰人員とか、そういった人たちはいない。だから、取り立ててやはり

職員に窓口対応の教育をしていかなければならないということは、合わせてお答えしたいという

ふうに思っております。 

○議長（三  良人）  藤石議員。 

○議員（１３番 藤石  豊）  ３回目の質問なもので終わりますけど。 

 いわゆる、例えば交代制で２時間だとか１時間だとか、午前中だとか、そういう対応はできな

いでしょうかというのを質問したわけなんですけど、その思いが伝わってないようなので、質問
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を終結いたします。 

○議長（三  良人）  これにて一般質問を終結します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第２．議案第６９号 

○議長（三  良人）  日程第２、議案第６９号工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。吉松まちづくり課長。 

○まちづくり課長（吉松 良徳）  議案第６９号工事請負契約の締結についてでございます。 

 工事の請負契約締結について、須恵町議会の議決に付すべき契約条例第１条の規定により、本

議会の議決を求めるものでございます。 

 工事名、第二幼児園造成工事。契約方法、指名競争入札。請負金、６,１８４万５,０００円。

請負者、糟屋郡須恵町大字上須恵２６８番地の１村山建設株式会社。代表取締役、村山茂芳。契

約補償の方法、契約補償金履行補償６１８万５,０００円。 

 条件といたしまして、工期、契約の効力が生じた日から平成２４年５月２１日までです。本

店・支店または営業所の所在地が須恵町内にある５業者で、入札会を実施した結果、村山建設株

式会社が落札したものでございます。落札率は９３.７９％、設計額に対する請負率は

８９.０９％でした。 

 ９日に仮契約を締結。１６日に議決をいただければ、１６日をもって契約の効力が生じ、本契

約となります。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって議案第６９号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６９号工事請負契約の締結につい

てを総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

○議長（三  良人）  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本会議終了後、全員協議会を開催し、終了後、ぼた山開発特別委員会を開催しますので、議員

の方は特別会議室に御集合願います。 

 次の本会議は、１２月１６日午前１０時から行います。 

 本日はこれにて散会します。 

午前11時31分散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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日程第 ３ 議案第５７号 工事請負契約の変更について 

日程第 ４ 議案第５８号 町営路線の区域の変更について 

日程第 ５ 議案第５９号 町営路線の廃止について 

日程第 ６ 議案第６０号 第二幼児園造成工事の変更施工について 

日程第 ７ 議案第６１号 下水道工事の変更施工について 
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日程第 ９ 議案第６３号 平成２３年度須恵町一般会計補正予算（第３号） 
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日程第１０ 議案第６４号 平成２３年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 
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午前10時00分開議 

○議長（三  良人）  おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 ここで安川建設産業課長より、欠席の届けがあっておりますので御報告します。 

 これより議事に入ります。一括議題についてお諮りします。議案第５８号及び議案第５９号は

それぞれ関連議案でありますので、一括議題とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、一括議題とすることに決定しました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１．議案第５５号 

○議長（三  良人）  日程第１、議案第５５号須恵町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  おはようございます。 

 議案第５５号須恵町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、総

務建設産業委員会の報告でございます。 

 議案書１ページからです。次ページの新旧対照表でわかりますとおり、年区切りを年度区切り

に改正するというものであります。職員等の異動、新規雇用、定年退職等を年度で計算している

ことから、他との均衡を図るというものでございます。 

 なお、附則といたしまして平成２４年１月１日から施行する。経過措置として１月から３月の

３カ月につきましては、差し引き日数に５日を加えるものとなります。 

 委員会全員賛成で可決をいたしました。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第５５号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第５５号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起

立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第５５号須恵町職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 
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日程第２．議案第５６号 

○議長（三  良人）  日程第２、議案第５６号須恵町重度障害者医療費の支給に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  議案第５６号須恵町重度障害者医療費の支給に関する条例の一

部を改正する条例について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 今回の改正は障害者自立支援法の一部改正及び児童福祉法の一部改正に伴い、条例が改正され

ております。５ページの新旧対照表で御説明申いたします。今回の改正は第１条と第２条に分か

れ、第１条関係の改正は平成２３年１０月１日改正と第２条関係は平成２４年４月１日の改正に

なっております。 

 第１条関係の第１３条第１項の改正は、障害者施設等に入所した場合の特例において、引用さ

れております障害者自立支援法が条項において、繰り上げ並びに繰り下げ等がなされております

ので今回改正されております。 

 第２条関係の改正は第１条関係同様、第１３条第１項において法律を引用しておりますので改

正されております。同条第２項の改正は、引用されております児童福祉法において第６条の２第

３項が追加され、該当する指定医療機関が規定されたことに伴う改正です。 

 附則としてこの条例は公布の日から施行する。ただし、第２条は平成２４年４月１日から施行

されるものです。 

 文教厚生委員会全員賛成で可決しております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第５６号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第５６号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起

立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第５６号須恵町重度障害者医療費の支

給に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第３．議案第５７号 

○議長（三  良人）  日程第３、議案第５７号工事請負契約の変更についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第５７号工事請負契約の変更について、総務建設産業
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委員会の報告でございます。 

 議案書７ページでございます。工事名、内原・大谷線道路改良工事、須恵町側は最終工事でご

ざいます。変更は請負金のみで、変更前の６,１２１万５,０００円が変更後は７,１６１万

１,５５０円で、１,０４０万６,５５０円、約１７％の増額となります。 

 増額の理由は、１つ目、橋梁のレベルを上げるため、高さですがボックスカルバートを差し込

むというもの。２つ目、篠栗側にも設置されている違法投棄防止用ネットフェンス、長さ

１５０メートル、高さ１.５メートルの設置。３つ目、雨水対策で路盤及び舗装のやりかえ工事

費用ということで、以上３工事の費用でございます。 

 委員会は全員賛成で可決をいたしました。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第５７号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって議案第５７号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立

願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第５７号工事請負契約の変更について

は、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第４．議案第５８号 

日程第５．議案第５９号 

○議長（三  良人）  日程第４、議案第５８号町営路線の区域の変更について、日程第５、議案

第５９号町営路線の廃止について、以上２議案を一括議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第５８号町営路線の区域の変更について、総務建設産

業委員会の報告です。 

 議案書８ページからです。９ページをお願いいたします。路線名、寺浦２号線、延長が

１８５メートルから１４９メートルへ、最大幅員が７．５メートルから６．５メートルへの変更

でございます。町営住宅跡地売却に伴う変更であります。 

 委員会全員賛成で可決をしています。 

 続きまして、議案第５９号町営路線の廃止について、総務建設産業委員会の報告です。 

 議案書１２ページからです。路線名、寺浦１号線、延長が２０６.１メートルです。同じく町
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営住宅跡地売却に伴う廃止でございます。 

 同じく委員会全員賛成で可決でございます。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより議案第５８号及び議案第

５９号について質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。よって、これ

より議案５８号について討論に入ります。討論はありませんか。――討論なしと認めます。よっ

て、議案第５８号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。よって議案

第５８号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第５８号町営路線の区域の変更につい

ては、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第５９号について討論に入ります。討論はありませんか。――討論なしと認めます。よっ

て、議案第５９号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。よって、議

案第５９号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第５９号町営路線の廃止については、

委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第６．議案第６０号 

○議長（三  良人）  日程第６、議案第６０号第二幼児園造成工事の変更施工についてを議題と

します。 

 まず、総務建設産業委員長の報告を求めます。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案６０号第二幼児園造成工事の変更施工について、総務

建設産業委員会の報告でございます。 

 議案書１４ページからです。事業費１億円を７,０００万円に変更するものです。主なものは

緑地工、汚水工、給水工を建築工事に移行するものでございますが、旅石グラウンド側道路の幅

員を４メートルから６メートルに変更、防火水槽を２０トンから４０トンに変更及び雨水地下貯

蔵槽、貯留槽いわゆる調整池ですが、１００トンの設置等の追加も含まれております。 

 敷地の高さについての質問に対しまして、駐車場のみ約８０センチ下がるという答え、また駐

車場はグラウンド使用者の利用ができるのかという質問に対しまして、当初は予定にないが状況

では検討の可能性もあるという答えでございます。 

 委員会全員賛成で可決をいたしました。 
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○議長（三  良人）  次に、文教厚生委員長の報告を求めます。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  文教厚生委員会も全員賛成で可決しております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第６０号について採決に入ります。本案に対する各委員

長の報告は可決です。よって、議案第６０号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は

起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第６０号第二幼児園造成工事の変更施

工については、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第７．議案第６１号 

○議長（三  良人）  日程第７、議案第６１号下水道工事の変更施工についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第６１号下水道工事の変更施工について、総務建設産

業委員会の報告でございます。 

 議案書１８ページからです。１９ページをお願いいたします。２０ページ以降の箇所図を御参

照ください。国庫補助金の交付額決定による減額変更でございます。一律４０％の減となります。 

 図面番号１、旅石、赤坂地区は工事長１,０１６.７メートルが８３２.８メートルと

１８３.９メートルの減。 

 図面番号２、上須恵、中園地区から久我美術館は８３７メートルが６０７メートルと２３０メー

トルの減。 

 図面番号３、大島原地区は工事長１,５０６.４メートルが８５１メートルと６５５.４メート

ルの減です。 

 総額は４億２,６３０万円が３億４,１６０万円と８,４７０万円の減となり、国庫補助金、町

債、一般財源がそれぞれ減額となっております。したがいまして、今後もなお下水道普及のおく

れが見込まれます。 

 委員会全員賛成で可決といたしました。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第６１号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第６１号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起
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立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第６１号下水道工事の変更施工につい

ては、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第８．議案第６２号 

○議長（三  良人）  日程第８、議案第６２号水道工事の変更施工についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第６２号水道工事の変更施工について、総務建設産業

委員会の報告でございます。 

 議案書２３ページからです。２４、２５ページをお願いいたします。また、２６ページ以降の

箇所図を御参照ください。下水道工事に伴うもの等でございます。 

 図面番号１、旅石、赤坂地区は、工事長１,１５１メートルが８４１メートルと３１０メート

ルの減。 

 図面番号２、旅石、赤坂地区は予定を次回へ繰り延べ。 

 図面番号３、上須恵、中園地区から久我美術館ですが、６００メートルから５００メートルと

９０メートルの減。 

 図面番号４、大島原地区は１,１９３メートルが７０６メートルと４８７メートルの減となり

ます。 

 総額は１億９,６００万円が１億５,９００万円と３,７００万円の減となり、国庫補助金、町

債、一般財源がそれぞれ減額となっております。 

 委員会全員賛成で可決をいたしました。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第６２号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第６２号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起

立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第６２号水道工事の変更施工について

は、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 
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日程第９．議案第６３号 

○議長（三  良人）  日程第９、議案第６３号平成２３年度須恵町一般会計補正予算（第３号）

についてを議題とします。 

 予算審査特別委員長の報告を求めます。 

○予算審査特別委員長（合屋 伸好）  議案第６３号平成２３年度須恵町一般会計補正予算（第

３号）について、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会の報告でございます。 

 別紙、平成２３年度歳入歳出補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 平成２３年度須恵町一般会計補正予算（第３号）は次に定めるところによる。第１条、歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ９,６２８万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の合計を歳入

歳出それぞれ７９億７３６万１,０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表「歳入歳出予算補正」による。 

 第２条、債務負担行為の追加は第２表「債務負担行為補正」による。５ページをお願いいたし

ます。第２表「債務負担行為」でございます。 

 コミュニティバス運行事業、平成２４年から２６年の３,６００万円は３年間の運行業務委託

料でございます。 

 住民記録システム及び関連システム改修業務委託、平成２３年度から２５年度の２,２００万

円は外国人登録廃止に伴うものでございます。 

 第二幼児園造成工事、平成２３年度から平成２５年度の７,０００万円は議案第６０号で説明

のとおりでございます。 

 以下、金額の大なる補正を抜粋し報告をいたします。なお、人件費は省略をいたします。 

 ６ページ、歳入でございます。１款１項１目地方交付税４３６万４,０００円の増は、子ども

手当の確定による交付金でございます。 

 １３款１項１目民生費国庫負担金６６１万９,０００円の増は、４節障害者自立支援給付費国

庫負担金の２２年度精算によるもので、２分の１の補助でございます。同じく８ページでは県よ

り４分の１の負担金が計上されております。 

 ８ページです。１４款２項４目労働費県補助金５６３万９,０００円の増は、緊急雇用創出事

業で新規雇用２５名を含め、土地評価に係る業務に充てます。 

 １０ページです。１５款２項１目不動産売り払い収入１億２,０５４万６,０００円の増は、町

営住宅跡地分１億１,５００万円が主となっております。 

 １７款１項１目基金繰入金１億５,２００万円の増は、町有地売却及び幼児園造成工事の減額

により、財調よりの繰入金を減ずるものでございます。 
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 １９款３項１目雑入１億１,２２３万円の増は、宝くじ交付金の増が主となっております。 

 続いて歳出でございます。２０ページをお願いいたします。人件費を省略し、３款２項９目乳

幼児医療対策費８００万円の増は、予算不足によるものでございます。 

 ２０ページです。３款２項１３目第二幼児園建設事業費５,４０７万７,０００円の減は、

１５節工事請負費の工事量の変更が主となっております。 

 ２４ページです。６款１項７目水田農業構造改革対策費６０５万９,０００円の増は、１９節

で水稲の減反補助３６６万円と利用増進補助２３９万９,０００円となっています。 

 ３０ページをお願いします。１０款２項４目第二小学校管理費８２０万６,０００円の増は、

３５人以下学級実施等に伴い合計３クラスの増設に係る費用であります。 

 ３２ページです。１１款１項２目林業施設災害復旧費５８０万円の増は東原林道、佐谷観音谷

地区の工事請負費となっています。 

 審査中の質問でありますが、乳幼児医療対策費８００万円の増の理由に対しまして、２２年度

決算時と比較すると対象者が３５名増、受診者が８％増、費用が１３.６％増となっているため

という答えでございます。 

 また、アザレアのホール音響機器の購入費につきましては、開館以来１８年間使用していて耐

用年数をはるかに超えているという答え。 

 要保護、準要保護の増額補正につきましては対象者の増で、現在小中５校で要保護者５５名、

準要保護者４４９名、計５０４名との答え等でございます。 

 以上、予算審査特別委員会全員賛成で可決いたしました。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第６３号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第６３号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起

立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第６３号平成２３年度須恵町一般会計

補正予算（第３号）については、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１０．議案第６４号 

○議長（三  良人）  日程第１０、議案第６４号平成２３年度須恵町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）についてを議題とします。 
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 文教厚生委員長の報告を求めます。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  議案第６４号須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 別紙の歳入歳出補正予算書３４ページをごらんください。今回の補正は歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ７,７８６万７,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ３０億２,５０１万

８,０００円とするものです。 

 ３７ページ、歳入ですが、３款国庫支出金１項国庫負担金、２項国庫補助金、６款県支出金

２項県補助金の補正は、歳出の一般被保険者療養給付費と高額療養費が補正されておりますので、

その財源として各補助率で計上されており、また国庫補助金の財政調整交付金において収支の調

整を、本年度財源不足で調整されております。 

 ２款１項１目３節一般会計繰入金の補正は、歳出の９款諸支出金の療養給付費返還金の財源と

して、４節給与費等繰入金の補正はカード化に伴う職員の給与費等の増によるものです。 

 １０款３項１目１節及び２節は一般被保険者と退職被保険者の第３者納付金で、１１月までに

納付された金額が補正されております。 

 ４２ページ、歳出ですが、１款１項１目一般管理費の補正は職員の給与等の補正と、７節賃金

の補正は職員の産休に伴う臨時雇い賃金の補正。１１節需用費及び１３節の委託料においては、

２４年度より国民健康保険証のカード化に伴う補正がなされております。 

 ２款１項１目一般被保険者療養給付費、２項１目一般被保険者高額療養費の補正は、３月まで

の医療費の見込みにおいて予算に不足が生じますので補正されております。 

 ９款１項１３目２３節前年度国庫支出金等払戻金の補正は、２２年度実績に基づく療養給付費

負担金の精算金が補正されております。 

 国民健康保険証のカード枚数、単価、短期保険証、各年度色を変えるのかなどの質問がありま

した。それに対し、４月からのカード化、須恵町の枚数は１万８,０００枚、５町で行うため

１枚当たりの単価は３９円５０銭、合計７１万１,０００円。ちなみに単価で、単町で行うと

１枚当たりの単価は６０円となります。 

 短期保険証については徴収率が落ちるよりも、毎月短期保険証を渡したほうがいいので出さざ

るを得ないとのことでした。 

 また、滞納の方に納税相談をするので、色は変えないで１年で切りかえるとの答えでした。 

 以上、文教厚生委員会全員賛成で可決しております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第６４号について採決に入ります。本案に対する委員長
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の報告は可決です。よって、議案第６４号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起

立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第６４号平成２３年度須恵町国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）については、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１１．議案第６５号 

○議長（三  良人）  日程第１１、議案第６５号平成２３年度須恵町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）についてを議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  議案第６５号須恵町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 別紙、歳入歳出補正予算書４５ページをお開きください。今回の補正は歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ６６５万７,０００円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ２億３,９１６万

１,０００円とするものです。 

 ４８ページ、歳入は給与費等が減額されましたので、４款１項１目一般会計繰入金１節事務費

繰入金が減額されるものです。２節保険基盤安定繰入金は広域連合からの通知により、２３年度

の軽減分が確定しておりますので減額されております。 

 ５款１項１目１節前年度繰越金は確定いたしておりますので、今回計上されております。 

 ５０ページ、歳出ですが、１款１項１目一般管理費の補正は、人事院勧告と４月の人事異動に

よる給与等の減額補正であります。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金１９節の保険料と負担金の補正は、２３年４月、

５月に納入された保険料を２３年度に納入するため補正されております。 

 文教厚生委員会全員賛成で可決しております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第６５号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第６５号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起

立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第６５号平成２３年度須恵町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）については、委員長報告のとおり可決されました。 
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――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１２．議案第６６号 

○議長（三  良人）  日程第１２、議案第６６号平成２３年度須恵町公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第６６号平成２３年度須恵町公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）についてでございます。総務建設産業委員会の報告をいたします。 

 別紙、補正予算書の５２ページでございます。平成２３年度須恵町公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９,５７５万６,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億６,０８９万１,０００円とする。 

 ２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、第１表「歳入歳出予算補正」による。 

 第２条、地方債の変更は第２表「地方債補正」による。地方債補正は事項別明細で説明をいた

します。人件費を省略し、金額の大なるものを抜粋し報告をいたします。 

 ５６ページをお願いいたします。歳入でございます。３款１項１目下水道費国庫補助金

６,０００万円の減は、議案第６１号で説明をいたしました一律削減によるものであります。 

 ５８ページでございます。８款１項１目下水道事業債１,９４０万円の減は、１節多々良川流

域関連公共下水道の工事量の減による１,９７０万円の減と、２節資本費平準化債公共下水道の

金額の確定による３０万円の増でございます。そのまま第２表で地方債補正がなされているとい

うものでございます。 

 続きまして６０ページ、歳出でございます。３款１項１目一般管理費は２、３、４節が人件費、

１９節１,０００万円の減は見込み汚水量の減でございます。 

 ２款１項１目公共下水道事業費は同じく２、３、４節が人件費、１５節８,４７０万円の減は、

歳入で説明しました国庫補助の一律減による工事量の減によるものでございます。 

 委員会全員賛成で可決をいたしました。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第６６号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第６６号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起

立願います。 
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〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第６６号平成２３年度須恵町公共下水

道事業特別会計補正予算（第１号）については、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１３．議案第６７号 

○議長（三  良人）  日程第１３、議案第６７号平成２３年度須恵町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第６７号平成２３年度須恵町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第１号）について、総務建設産業委員会の報告でございます。 

 補正予算書、６２ページでございます。平成２３年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）は次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３５万９,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ９,６４９万円とする。 

 第２項歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、第１表「歳入歳出予算補正」による。 

 事項別明細で説明をいたします。６５ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、２款３項１目一般会計繰入金３７万５,０００円の増、２款３項１目繰

越金３７万５,０００円の増は、いずれも確定によるものでございます。 

 ６７ページの歳出でございます。２款１項１目農業集落排水事業費１４０万円の増額補正は、

佐谷上の原浄水場の跡地利用計画書作成の委託料でございます。 

 平成２６年４月予定で公共下水道への接続の計画が御存じのとおりございます。その場合の利

用内容の質問に対しまして、現在、一般質問でもございましたが、現在のところ建物は防災資材

倉庫等に、外は公園等がよいのではという答えでございます。 

 委員会全員で可決をいたしました。委員会全員賛成で可決をいたしました。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第６７号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第６７号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起

立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第６７号平成２３年度須恵町農業集落
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排水事業特別会計補正予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１４．議案第６８号 

○議長（三  良人）  日程第１４、議案第６８号平成２３年度須恵町水道事業会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第６８号平成２３年度須恵町水道事業会計補正予算

（第１号）について、総務建設産業委員会の報告でございます。 

 補正予算書、６９ページでございます。第１条、平成２３年度須恵町水道事業会計補正予算

（第１号）は次に定めるところによる。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的支出の予算額を次のとおり補正する。以下、人件費及び借

入債確定による補正となっております。 

 第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予算額を次のとおり補正する。また、資本

的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億５,０２９万８,０００円は、損益勘定留保資金で

補てんするものとする。 

 収入では石綿管改良工事の減と国庫補助金の確定でございます。支出におきましては水道工事

変更施工に伴う減額でございます。 

 委員会全員賛成で可決をいたしました。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第６８号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第６８号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起

立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第６８号平成２３年度須恵町水道事業

会計補正予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１５．議案第６９号 

○議長（三  良人）  日程第１５、議案第６９号工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  最後でございます。議案第６９号工事請負契約の締結につ

いて、総務建設産業委員会の報告でございます。 
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 工事名、第二幼児園造成工事、契約方法、指名競争入札、請負金６,１８４万５,０００円、請

負者、糟屋郡須恵町大字上須恵２６８の１、村山建設株式会社代表取締役村山茂芳、契約保証の

方法、契約保証金、履行保証で６１８万５,０００円、条件、工期は契約の効力が生じた日から

平成２４年５月２１日となっています。 

 落札率９３.７９％、設計額に対する請負率８９.０９％でございます。町内に本店支店のある

５業者による競争入札となっております。 

 議案第６９号の締結でございますが、その日程が会期中になったため追加議案となっておりま

す。 

 委員会全員賛成で可決をいたしました。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第６９号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第６９号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起

立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第６９号工事請負契約の締結について

は委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１６．意見書 

○議長（三  良人）  日程第１６、健全な国民健康保険制度の構築を求める意見書の提出につい

てを議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  健全な国民健康保険制度の構築を求める意見書について、文教

厚生委員会の審査結果を報告いたします。 

 この健全な国民健康保険制度の構築を求める意見書については、福岡県町村議会議長会から県

下各町村議会へ要請されたものであり、また本町においても保険税の確保が困難になる反面、医

療費の高騰による厳しい財政運営を余儀なくされています。 

 本来、保険税は保険給付費の２分の１を賄うことが原則となっていますが、高齢者、年金生活

者の割合が高い本町では、加入者の平均所得が低く、また平均所得は年々減少しており、必要保

険税の確保が極めて困難な状況にあることから、国に対し国民が安心して医療を受けることがで

きるよう国庫負担の引き上げを行うため、健全な国民健康保険制度の構築を図ることを強く要請
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するものです。 

 文教厚生委員会全員賛成で可決しています。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、本意見書について採決に入ります。本意見書に対する委員長

の報告は可決です。よって本意見書は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願い

ます。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、健全な国民健康保険制度の構築を求める意

見書は、委員長報告のとおり可決しました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１７．委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（三  良人）  日程第１７、委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。 

 各委員長より会議規則第７０条の規定により、次のとおり閉会中の継続調査の申し出があって

おります。 

 議会運営委員長より議会運営について、広報特別委員会より議会広報の編集について、総務建

設産業委員会より農業委員会委員との農業に関する意見交換について、ぼた山開発特別委員会よ

りぼた山開発について、各委員長申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、それぞれの申し出のとおり閉会中の継続

調査に付することに決定しました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

○議長（三  良人）  以上で、１２月議会の全日程を終了しました。 

 本会議終了後、広報特別委員会を開催しますので、委員の方は第３委員会室に御集合願います。 

 会議を閉じます。平成２３年第４回定例会を閉会します。 

午前10時55分閉会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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